
総務企画委員会会議記録 

 

総務企画委員長  麻生 栄作   

 

１ 日 時 

   令和６年９月１８日（水） 午後０時５９分から 

                午後３時５４分まで 

 

２ 場 所 

   第４委員会室 

 

３ 出席した委員の氏名 

麻生栄作、阿部長夫、岡野涼子、嶋幸一、福崎智幸、守永信幸、佐藤之則 

 

４ 欠席した委員の氏名 

   な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   今吉次郎、三浦正臣、古手川正治 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   総務部長 渡辺淳一、企画振興部長 若林拓 ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

（１）第７６号議案のうち本委員会関係部分、第７８号議案、第７９号議案及び第８０号議案

については、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。 

請願７については、採択すべきものと全会一致をもって決定した。 

（２）大分県長期総合計画の実施状況について、公社等外郭団体の経営状況等について、大分

県過疎地域持続的発展計画の進捗状況について、大分空港海上アクセスの整備について

及びバス無料デーについてなど、執行部から報告を受けた。 

（３）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

１０ 担当書記  

   議事課委員会班    課長補佐（総括） 秋本昇二郎 

   政策調査課調査広報班 主任       江川亜美 
 



総務企画委員会次第 

 

                                      日時：令和６年９月１８日（水）１３：００～ 

                                      場所：第４委員会室 

 

１ 開  会 

 

 

２ 企画振興部関係                                   １３：００～１４：３０ 

（１）付託案件の審査 
   第 ７６号議案 令和６年度大分県一般会計補正予算（第２号）（本委員会関係部分） 
   第 ８０号議案 大分県長期総合計画の策定について（福祉保健生活環境、商工観光労

働企業、農林水産、土木建築、文教警察委員会へ合い議） 

（２）諸般の報告 

①大分県長期総合計画の実施状況について 

②公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団の経営状況を説明する書類の提出につ

いて 

③株式会社大分フットボールクラブの経営状況について 

   ④大分航空ターミナル株式会社の経営状況を説明する書類の提出について 

   ⑤株式会社別府交通センターの経営状況について 

   ⑥大分高速鉄道保有株式会社の経営状況を説明する書類の提出について 

   ⑦一般財団法人大分県自動車会議所の経営状況について 

⑧次期まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略について 

⑨次期大分県海外戦略について 

⑩ツール・ド・九州について 

⑪大分空港海上アクセスの整備について 

⑫バス無料デーについて 

（３）その他 

 

 

３ 総務部関係                                             １４：３０～１６：００ 

（１）付託案件の審査 
   第 ７６号議案 令和６年度大分県一般会計補正予算（第２号）（本委員会関係部分） 
   第 ７８号議案 大分県行財政改革計画の策定について 
   第 ７９号議案 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用等に関する条例の一部改正について 
   第 ８０号議案 大分県長期総合計画の策定について（福祉保健生活環境、商工観光労

働企業、農林水産、土木建築、文教警察委員会へ合い議） 
   請  願  ７ 学費と教育条件の公私間格差をなくすために私立高校生の負担の軽減

と教育環境の充実を求める請願 

（２）諸般の報告 

①「大分県行財政改革推進計画」の進捗状況について 

②令和５年度大分県内部統制評価報告書の提出について 

③公社等外郭団体の経営状況等について 

   ④公益財団法人大分県自治人材育成センターの経営状況を説明する書類の提出について 

   ⑤公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の経営状況を説明する書類の提出について 

   ⑥公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の令和５事業年度の業務実績及び中期目標期

間の業務実績に関する評価結果について 

   ⑦公立大学法人大分県立看護科学大学の経営状況を説明する書類の提出について 



⑧公立大学法人大分県立看護科学大学の令和５事業年度の業務実績及び中期目標期間の

業務実績に関する評価結果について 

⑨（仮称）大分総合庁舎の新設について 

⑩ＩＣＴツールを活用した業務改善について 

⑪大分県過疎地域持続的発展計画の進捗状況について 

（３）その他 

 

 

４ 協議事項                                               １６：００～１６：１０ 

（１）閉会中の継続調査について 

（２）その他 

 

 

５ 閉  会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

麻生委員長 ただいまから、総務企画委員会を

開きます。 

 このたび、嶋前委員長が議長に就任したこと

に伴い、総務企画委員長となった麻生栄作です。

どうぞよろしくお願いします。 

 本日は委員外議員として今吉次郎議員、三浦

正臣議員、古手川正治議員に出席いただいてい

ます。委員外議員の方が発言を希望する場合は、

委員の質疑の終了後に挙手し、私から指名を受

けた後、長時間にわたらないよう要点を簡潔に

御発言願います。 

 また、企画振興部でも新たに交通政策局に国

土交通省から嶋川局長が赴任されました。ここ

で、御挨拶をいただきます。 

嶋川交通政策局長 改めまして、このたび交通

政策局長を拝命した嶋川です。出身は熊本県で

すが、この大分県勢の発展のためにしっかりと

精一杯努めていきますので、どうぞよろしくお

願いします。（拍手する者あり） 

麻生委員長 ありがとうございました。それで

は審査に入ります。 

 本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案４件、請願１件です。この際、案件全部を

一括議題とし、これより企画振興部関係の審査

に入ります。 

若林企画振興部長 改めまして、麻生委員長に

おかれては、今後とも御指導をよろしくお願い

します。また阿部副委員長、そして嶋議長をは

じめ委員各位におかれても、引き続き御指導を

よろしくお願いします。 

 それでは、本日の案件等について私から概括

的に説明します。本日は議案２件の審査をお願

いしているほか、７件の報告事項があります。 

 まず、第７６号議案令和６年度大分県一般会

計補正予算（第２号）ですが、決算剰余金の一

部を芸術文化基金に積み立てるものです。 

 続いて、第８０号議案大分県長期総合計画の

策定については、これまで県議会を含めた様々

な方から多様な御意見を伺って、私どもで検討

を進めてきた新長期総合計画案ですが、本日は

条例に基づいて委員会での採決をお願いするも

のです。 

 この計画案の作成にあたっては、前定例会の

後に全議員を対象とした説明会を開催し、様々

な御意見をいただきました。その内容を踏まえ、

今回成案という形で提出したところです。これ

まで数度にわたって説明会等に御出席いただき、

また貴重な御意見等をいただきました。改めて

お礼を申し上げます。今日の審査も何とぞよろ

しくお願いします。 

 そのほか報告事項として、現行の長期総合計

画の実施状況など７件を報告します。各事項の

詳細については、それぞれの担当所属長から順

次説明するので、何とぞよろしくお願いします。 

麻生委員長 それでは、第７６号議案令和６年

度大分県一般会計補正予算（第２号）のうち、

企画振興部関係部分について、執行部の説明を

求めます。 

宮成芸術文化振興課長 資料の３ページをお開

きください。 

 第２項企画費第２目企画調査費のうち芸術文

化振興課分、芸術文化創造発信事業費８千万円

です。これは、芸術文化ゾーンにおける魅力あ

る事業展開や芸術文化施策の安定的な財源確保

に向けて、決算剰余金の一部を芸術文化基金に

積み立てるものです。 

麻生委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。まず、委員の皆様

から質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 委員外議員の方は、質疑などはあ

りませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 別にないので、これで質疑を終わ

ります。なお、本案の採決は総務部関係の審査

の際に一括して行います。 

 次に、第８０号議案大分県長期総合計画の策

定についてですが、本案については関係する福
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祉保健生活環境、商工観光労働企業、農林水産、

土木建築、文教警察委員会に合い議しているこ

とを申し添えます。それでは、執行部の説明を

求めます。 

鈴木政策企画課長 それでは、第８０号議案大

分県長期総合計画の策定について説明します。

資料は５ページを御覧ください。 

 まず初めに、計画案の全体概要です。上段は

基本構想ですが、左側に想定を上回るスピード

で進む人口減少をはじめ、新計画が踏まえるべ

き時代の要請や潮流の変化を掲載しています。 

 上段中ほどの囲みに、これまでの成果の「継

承」と新たなステージへの「発展」、県民の声、

思いをカタチに、「１０年後のさらにその先」

も見据えてという計画策定にあたっての基本的

な考え方を整理しています。また上段右側にな

りますが、この計画は県行政の長期的、総合的

な指針を示す最上位計画であり、１０年計画と

して策定したいと考えています。この点は、こ

れまでの長期総合計画と同様です。 

 下に目を移していただいて、基本計画の構成

となっています。取り組む政策と施策を安心、

元気、未来創造の３分野でまとめています。 

 まず左側の安心の分野からですが、災害対

策・危機管理を最重要として、政策の順番とし

て１番目に整理しています。この政策には、能

登半島地震も踏まえた対策の強化など、新しい

要素も盛り込んでいます。その下のこども・子

育て支援や健康、医療・介護、障がい者支援に

ついては、時代の潮流を捉えて、障がい者活躍

の考え方を新たに設定した上で、それぞれ日本

一を引き続き目指します。 

 真ん中の元気の分野ですが、喫緊の課題であ

る人手不足対策について、全庁的に対策を整理

して取り組んでいきます。そのほか、農林水産

業では園芸・畜産の生産拡大といった成長産業

化、観光関連では多様なツーリズムやインバウ

ンドの推進のほか、持続可能な観光地域づくり

も推進していきたいと考えています。 

 右側になりますが、未来創造の分野です。全

ての県勢発展の基礎となる交通ネットワークを

政策の１番目に置いた上で、中九州横断道路な

どの高規格道路の整備促進や冒頭に申し上げた

１０年後のさらにその先を見据えた、広域交通

ネットワーク形成に向けた取組を整理していま

す。また、同様に１０年以上かかる課題である

カーボンニュートラルの実現をはじめ、ＧＸや

ＤＸといった最先端の課題についてもしっかり

と政策として位置付けています。 

 政策の最後は教育になりますが、遠隔教育シ

ステムなど新たに取組を始めたものをしっかり

と位置付け、県内どの地域でも多様で質の高い

教育を受けられる環境整備を進めていきます。 

 以上が計画案の全体概要です。続いて、企画

振興部所管の施策について、６月の説明会でい

ただいた御意見をはじめとして、パブリックコ

メントも踏まえた変更点等を説明します。 

 説明は、議案書別冊の計画案本文から該当部

分を抜粋しているので、資料に沿って説明しま

す。１３ページを御覧ください。 

 元気分野の施策、外国人に選ばれ、共生でき

る大分県づくりについてです。６月の議員説明

会では、外国人材の獲得競争が激化する中、送

り出し国との関係づくりが大事になってくる。

現地での体制づくりという表現を追加してはど

うかとの御意見をいただきました。意見を踏ま

え赤い下線の１番目のポツのとおり、外国人材

の受入れに向けた現地での体制づくりを取組に

新たに追加しました。 

 続いて１７ページを御覧ください。 

 未来創造分野の施策、人や物の流れを活性化

する広域交通ネットワークの充実についてです。

６月の議員説明会では、県としての意思表示を

明確にするためにも東九州新幹線を取組の前面

に出すべきとの御意見をいただきました。新し

いおおいた共創会議やパブリックコメントにお

いても、東九州新幹線の実現に向けてしっかり

取組を進めてほしいといった意見をいただいた

ことも踏まえ、赤い下線の下から２番目のポツ

のとおり、文頭に東九州新幹線等のという言葉

を追記しています。  

 続いて１９ページを御覧ください。 

 同じく未来創造分野の施策、「地域が輝く」

移住・定住の促進についてです。こちらについ
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てはパブリックコメントで、若者を対象にした

移住・定住の取組を強化すべきとの意見をいた

だきました。この意見については、従前から主

な取組に記載をしていましたが、いただいた意

見を踏まえ赤い下線のとおり、取組①の情報発

信に加え、取組②の１ポツ目の若年層をターゲ

ットとしたキャリア相談や就職先の紹介など、

伴走型の就職・転職支援、あるいは４ポツ目の

資格取得から就職・移住まで一貫した支援など、

若者の移住・定住対策に力を入れていきます。 

 あわせて、取組③一番下のポツの三世代同居

や近居を含めた子育て世帯の住宅リフォーム支

援など住環境の充実も図ることより、若者が住

みやすい環境づくりにも取り組みます。 

麻生委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入りますが、質疑の際には資

料の何ページと明確に示して質疑するようお願

いします。 

 まず、委員の皆様から質疑はありませんか。 

佐藤委員 資料の１３ページです。外国人材の

受入れの関係で、あえてこの現地での体制づく

りというのを入れて、それはいいんですけれど

も、具体的にこれは現地で何をやろうとしてい

るのでしょうか。 

田吹国際政策課長 外国人の受入れですが、外

国人材のアドバイザーを配置しており、その方

が現地の送り出し機関とか、現地の慣行とか、

そういったところを日本での関係機関とか、そ

ういったところのつなぎをすると言うか、相談

ですとか、そんなことが必要だと思っていて準

備をしています。 

佐藤委員 労働力という意味でしょうか。 

田吹国際政策課長 そうですね、ここでベトナ

ム、インドネシア等と書いていますけど、こち

らの現地の方を日本の企業にということで、そ

ういった仕組みづくりとなっています。（「は

い、ありがとうございます」と言う者あり） 

麻生委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 なければ私から何点か伺います。

１３ページの外国人材の受入れ・活躍支援につ

いてですが、先般モンゴルに行った際に労働社

会保障大臣と１時間くらい会談する機会があり

ました。その際に技能実習生などについては、

国家間協定がなされているんだけど、モンゴル

は数年の短期就労を含めて、ほかの国とは国家

間協定、年金等々に関しての国家間協定を結ん

でいるそうです。韓国や欧米と結構そういった

ものがなされているのだけれども、日本に関し

ては遅れているという指摘がありました。これ

は国の問題になろうかと思いますけど、そうい

った部分について県からも国に対して、外国人

材の活用は、年金問題に関しての国家間協定も

国として急ぐよう要望をしていく必要があるの

ではないかと思っていますので、ここであえて

その点を申し上げておきたいと思います。これ

は答弁は結構です。 

 それから１７ページ、さきほど東九州新幹線

等の整備について、最優先でという説明があり

ましたが、２ポツ目と３ポツ目の順番を入れ替

える必要があるのではないかと思っているので、

これは印刷段階で再度順番を入れ替える、東九

州の方を上にしておく必要があるのではないか

と指摘したいと思います。これについては、そ

ういう考えがないのか答弁をもらえればと思い

ます。 

 それから２ポツ目の関係で、今回の一般質問

の答弁にもありましたが、高速道路の着手基準

等について土木建築企画課と各土木事務所でこ

れから詰めた検討をするという答弁がありまし

たが、高速道路の着手基準等の考え方について、

やはり明確な方向性が課題になってくると思っ

ています。これは広域交通ネットワークという

視点から、企画振興部でも今後研究していく必

要があると思うので、企画振興部としての関わ

り方について、どのように考えているかを示し

ていただきたいと思います。 

 それから、資料１８ページの大分空港の利便

性・魅力度向上による利用促進のところで、海

外からのインバウンド、観光にも影響があろう

かと思いますが、大分空港の国際線のアクセス。

韓国の仁川空港とはつながっているけれども、

これが今ティーウェイ航空を含めてＬＣＣも入

ってきていて、先般たまたま直行便でウランバ
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ートルに行きましたが、仁川とウランバートル

は１日１０便以上あるのでびっくりしました。

しかもティーウェイ航空が飛んでいることもあ

ったので、そういう意味でトランジットの乗り

継ぎ戦略も今後研究していく必要があろうかと

思います。そこを指摘して、もし答弁できるこ

とがあれば何かお考えをお示しください。 

幸野交通政策企画課長 質疑をいただいた２点

目です。１７ページの主な取組の２ポツ目と３

ポツ目の入れ替えについては、御趣旨もよく分

かりますので、少し検討したいと思います。 

 それから３点目にお話のあった高速道路の着

手基準です。これも土木建築部で検討する内容

とは思いますが、広域交通ネットワークを検討

する中で、企画振興部も関与するので、一緒に

なって考えたいと思います。 

 それから４点目に言われた国際線のＬＣＣ、

トランジットの乗り継ぎ戦略ですが、確かに仁

川空港の乗り継ぎの重要性は非常に高いと思っ

ています。新たな国際線を誘致する際において

も、仁川空港をハブとして使えるような視点は

有用かと思います。今後の新規路線の誘致に関

して、そういった視点を持ちながら考えていき

たいと思っています。 

麻生委員長 ありがとうございます。それでは

委員の皆様、ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 委員外議員の方は、質疑はありま

せんか。 

今吉委員外議員 １３ページ、佐藤委員の質疑

もありましたが、外国人材の受入れに向けて現

地での体制づくり、外国人材アドバイザーの配

置などとありますけど、この外国人材アドバイ

ザーの配置というのは県内全ての市町村にいる

わけではないのでしょう。そこはどうですか。 

田吹国際政策課長 外国人材アドバイザーは現

地に配置しており、ベトナムとインドネシアに

（「ああ、向こうにいる」と言う者あり）そう

です、はい。 

今吉委員外議員 現地にいるんだけど、受入れ

体制づくりというのは、そういうアドバイスが

来るんですか。日本としてどうした方がいいと

いったことが。 

田吹国際政策課長 受入れ体制づくりというの

は、現地での送り出し機関とか、学校とか（「 

ああ、送り出し」と言う者あり）そうです。そ

れとこちらの方をつなぐと言うか、そういった

形で今はアドバイザーに動いていただいていま

す。 

今吉委員外議員 それは人材としては、大分県

の人ですか。 

田吹国際政策課長 ベトナムではＡＰＵの卒業

生の方とか、そういった方に就任していただい

ています。 

麻生委員長 よろしいですか。（「はい」と言

う者あり）ほかにはありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 ほかにないので、これで質疑を終

わります。なお本案の採決は、総務部関係の審

査の際に一括して行います。 

 次に、執行部から報告の申出があるので、こ

れを許します。まず、①について説明をお願い

します。 

鈴木政策企画課長 資料２１ページをお開きく

ださい。 

 大分県長期総合計画の実施状況について説明

します。これは、大分県行政に係る基本的な計

画の議決等に関する条例に基づき、施策ごとの

評価結果を報告しているものであり、詳細は議

案書別冊の大分県長期総合計画の実施状況につ

いてのとおりですが、本日はその概要について

本委員会資料によって説明します。 

 また、総務企画委員会のフォルダ内に、ま

ち・ひと・しごと創生大分県総合戦略基本目

標・施策ＫＰＩ達成状況の資料もあります。こ

れは、大分県長期総合計画の実施状況に記載し

ている目標指標から総合戦略に関する部分を抜

き出したものとなっているので、後ほど御覧く

ださい。 

 それでは、２２ページを御覧ください。 

 施策ごとに設定した指標による評価に加え、

指標以外の観点からの評価、施策に対する意見

や提言により、現行の安心・活力・発展プラン

２０１５の５９施策をＡからＤの４段階で総合
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的に評価した結果を記載しています。施策の進

捗が、順調に進んでいるＡ評価及び概ね順調に

進んでいるＢ評価の合計は、中ほどにある表の

表側の５年度達成状況の下にある５６施策とな

っていて、前年度に比べ３施策増加しています。

これは、新型コロナウイルスが５類に移行して

行動制限がなくなったことにより、地域活動や

各種イベントが活発になったことなどによるも

のと分析しています。 

 一方、やや遅れているＣ評価は昨年に比べ３

施策に減少しており、そのうち２施策は、観光

分野における海外からの人流に関係する指標な

どが含まれているものであり、今後はインバウ

ンド需要の本格復活に伴い、改善が見込まれる

施策となっています。 

 次の２３ページを御覧ください。 

 参考として、目標指標の進捗状況を記載して

います。これは、プラン２０１５の各施策に設

定された９９の目標指標の達成状況を示したも

ので、さきほど説明した総合評価の判断基準の

一つとなっています。達成率が９０％以上の達

成及び概ね達成であったものは、前年度に引き

続き７５指標となっています。次の２４ページ

には、令和５年度に実施した事務事業評価であ

る、主要な施策の成果について概要を記載して

いるので、後ほど御覧いただければと思います。 

 続いて２５ページを御覧ください。 

 総合評価の一覧表を２５ページから２７ペー

ジにかけて安心、活力、発展の分野別に記載し

ています。このうち、企画振興部の所管は９施

策あり、目標達成に向けた取組を進めています。

それぞれの施策における令和５年度の達成状況

については達成が３施策、概ね達成が３施策、

達成不十分が２施策、著しく不十分が１施策と

なっています。このうち目標指標の達成状況が

良好であった施策、不十分であった施策につい

て、主なものを説明します。 

 まず、良好であった施策についてです。資料

の２８ページを御覧ください。 

 施策名、地域の元気の創造です。Ⅱ目標指標

の２番目、空き家の利活用数については、目標

の３８５件に対し実績は５１３件、達成度は１

３３．２％となりました。 

これは、空き家に関する相談窓口や利活用に

対する支援策を空き家ハンドブックや新聞広告

などで紹介したほか、空き家の家財処分費の補

助など、支援制度の充実を図ったことが要因と

考えています。 

 続いて３０ページを御覧ください。 

 施策名、芸術文化の創造です。Ⅱ目標指標の

県立美術館入場者数ですが、目標の５０万人に

対し実績は５１万４，９２３人、達成度は１０

２．０％となりました。 

 これは、本県ゆかりの朝倉文夫生誕１４０周

年記念展やモネ、ルノワール、ピカソなどを含

む国内外の名品による住友コレクション名品選

など魅力的な企画展を開催するとともに、親子

で楽しめるワークショップや１階アトリウムで

のミニコンサートなど様々なイベントを実施し

たことが要因と考えています。本年度も来館者

のさらなる増加に向け、引き続き県民ニーズを

捉えた多彩で質の高い企画展の開催等に取り組

んでいきます。 

 次に、不十分であった施策について説明しま

す。３２ページを御覧ください。 

 施策名、戦略的広報の推進です。Ⅱ目標指標

の地域ブランド調査における魅力度ランキング

については、目標の１３位に対し実績は２５位、

達成度は６５．７％となりました。 

 これは、上位の北海道や京都府をはじめ下位

に至るまで、全国の順位が固定化され変動が少

ないこともありますが、食や温泉といった本県

の魅力を十分に伝え切れていないことも未達成

の一因と考えています。 

 目標には届きませんでしたが、この順位２５

位は、前回調査の２９位より上昇しています。

報道機関等に対する取材誘致活動やＷｅｂマガ

ジンによる情報発信に積極的に取り組んだ結果

ではないかと分析しています。今後は、あらゆ

る分野で県内外から選ばれるおおいたの実現を

目指し、情報を一方的に伝えるだけでなくター

ゲットを意識した記事の発信など、情報の受け

手に伝わる情報発信を強化していくとともに、

外部副業人材のアドバイザーとも連携し、デジ
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タルマーケティングを活用した効果的な情報発

信を一層進めていくこととしています。 

 続いて３４ページを御覧ください。 

 施策名、スポーツによる地域の元気づくりで

す。Ⅱ目標指標の合宿等受入人数については、

目標の８万４千人に対し実績は７万５９４人、

達成度は８４．０％となっています。 

 新型コロナウイルスの影響による行動の制限

がなくなり、県内での合宿が復活しコロナ禍前

を上回る過去最高の受入人数となったものの、

当初の目標値には届きませんでした。また、受

入人数に加えて、トップチームの合宿件数です

が、ラグビー日本代表や水球女子ハンガリー代

表等のナショナルチームの合宿誘致をはじめ、

柔道や剣道といったこれまで誘致実績のない新

たな競技の合宿を受け入れるなど、令和２年度

のスポーツ合宿誘致推進協議会の発足以来、最

高となる２４件の誘致件数となりました。 

 今後も、引き続き県内の優れたスポーツ施設

や合宿受入実績をいかすことに加え、温泉や食

事等の本県の魅力をＰＲし、県と市町村、競技

団体等が一体となって、スポーツ合宿の誘致に

取り組んでいきます。 

麻生委員長 ただいまの説明について、まず委

員の皆様から質疑などはありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 委員外議員の方は、質疑などはあ

りませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長  別に質疑もないので、次の報告に

移ります。 

 ②から⑦の公社等外郭団体の経営状況等につ

いて、一括して説明をお願いします。 

宮成芸術文化振興課長 続いて、企画振興部が

所管する公社等外郭団体の経営状況等を報告し

ます。資料の３６ページを御覧ください。 

 当部が所管する団体は、出資比率が２５％以

上等の指定団体が２番の公益財団法人大分県芸

術文化スポーツ振興財団から、４番の大分航空

ターミナル株式会社までの３団体です。右の出

資比率が２５％未満のその他の出資等団体が１

番の株式会社大分フットボールクラブから、３

番の一般財団法人大分県自動車会議所の３団体、

合計６団体となっています。 

 それでは資料の３７ページをお開きください。 

 公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財

団について説明します。２の県出資金ですが５

億１，３９９万８千円で、出資比率が１００％

となっています。 

 ３の事業内容については、ｉｉｃｈｉｋｏ総

合文化センター及び大分県立美術館の両施設を

拠点として、県民の幅広いニーズを踏まえなが

ら、様々な芸術文化事業の実施などを行ってい

ます。 

 ４の５年度決算状況ですが、一番下の当期正

味財産増減額のとおり２５８万３千円の黒字と

なりました。これは、ｉｉｃｈｉｋｏ総合文化

センターがホールの天井耐震化工事に伴う休館

となっていたことにより、施設利用料等の収益

が減少するとともに、経費の節約に努めたこと

などによるものです。 

 ５の問題点及び懸案事項については、ｉｉｃ

ｈｉｋｏ総合文化センター及び美術館において、

多様で質の高い芸術文化事業の展開と健全な財

政運営を両立すること等があげられます。これ

に対する６の対策及び処理状況については、小

中学校等へのアーティスト派遣や多彩なジャン

ルの企画展を開催するなどの取組を実施してい

ます。今後も健全な財政運営を基本として、多

彩な芸術文化事業を展開し、本県芸術文化の発

信拠点としての魅力向上に努めていきたいと考

えています。 

佐藤スポーツ振興室長 株式会社大分フットボ

ールクラブの経営状況等について報告します。 

 まず初めに、議員の皆様におかれては、大分

トリニータを支援する議員連盟を組織していた

だくとともに、シーズンパスの購入や後援会へ

の入会などについても大変御支援をいただいて

いることに対し、心からお礼申し上げます。 

 今シーズンの大分トリニータは、現在リーグ

戦１７位と厳しい状況です。残り７試合を選手、

スタッフ、フロントが一丸となり、Ｊ２残留を

目指して戦いますので、引き続き応援のほどよ

ろしくお願いします。 
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 それでは資料の３８ページをお願いします。 

 まず２の県出資金ですが１千万円であり、出

資比率は３．７％となっています。 

 次に３の事業内容については、サッカーチー

ム大分トリニータの経営を中心に、スポーツ選

手の養成や指導、スポーツ教室の開催などサッ

カーを通じた地域貢献に努めています。 

 ４の５年度決算状況ですが、左の損益計算書

の一番下にあるとおり４，７５７万２千円の当

期純利益を計上し、４期ぶりの黒字となりまし

た。主な要因は、新型コロナウイルスの収束に

よりスポンサーやチケット収入が回復したもの

です。 

 ５の問題点及び懸案事項ですが、一つ目は持

続可能な経営に向けた経営体質の強化が求めら

れていることです。二つ目としては、ポストコ

ロナにおいて、さらなるスポンサー確保など経

営環境が非常に厳しい中で、どのように営業活

動を強化していくかです。 

 ６の対策及び処理状況ですが、平成２１年度

の経営危機以降、新たなスポンサーの獲得など

による収入の確保に取り組むとともに、あらゆ

る経費の削減など、徹底した合理化に努めてい

ます。引き続き、クラブの経営安定化に向けた

取組について、県としても注視していきます。 

幸野交通政策企画課長 続いて３９ページを御

覧ください。 

 大分航空ターミナル株式会社について説明し

ます。２の県出資金ですが、資本金等の総額は

４億９，５００万円で、そのうち２８．８％に

あたる１億４，２５０万円を県が出資していま

す。 

 ３の事業内容については、大分空港の旅客・

貨物ターミナルビルを利用する航空会社や旅客

等に対する施設、設備、サービスの提供及び旅

行手配を実施しています。 

 ４の５年度決算状況ですが、約４年ぶりとな

る国際線の再開などの効果もあって、当期純利

益は２億７４０万３千円の黒字となりました。 

 ５の問題点及び懸案事項については、地上ス

タッフをはじめとする人員不足の解消が顕著な

課題となっており、合同就職説明会の開催や給

与水準の見直しを行うなど、人材の確保と定着

に引き続き取り組む必要があります。 

 ６の対策及び処理状況についてですが、こう

した課題に向けて、３年ごとに作成している中

期経営計画の中で対策を講じています。本年度

は、人にやさしい空港づくりなど四つの基本戦

略を定め、サスティナブル経営を推進する計画

を策定しスタートさせています。今後は予定さ

れる大型設備投資に備え、資金計画の策定及び

確実な利益確保に向け、収益の最大化とコスト

の最小化に取り組むこととしています。 

 続いて４０ページを御覧ください。 

 株式会社別府交通センターについて説明しま

す。２の県出資金ですが、資本金等の総額は１

億８千万円で、そのうち２１．７％にあたる３，

９００万円を県が出資しています。 

 ３の事業内容については、別府国際観光港前

バスターミナルの運営、管理業務や土産品等の

販売、食堂の経営などの事業を実施しています。 

 ４の５年度決算状況ですが、当期純利益は１，

５０６万６千円となり、昨期に続き黒字となり

ました。 

 ５の問題点及び懸案事項については、コロナ

禍後の来店客数や売上の確保、累積赤字の解消

があり、コロナ禍の影響により生じた累積赤字

については、この２か年で着実に減少し現在は

２，４３９万５千円となっています。また、別

府港再編計画を踏まえた今後の経営方針の策定

も課題となっています。 

 ６の対策及び処理状況についてですが、客足

が戻りつつあるインバウンド客を中心とした誘

客促進、販売商品の充実など営業の強化やコス

ト削減に取り組み、売上げ及び利益の確保を図

ることとしています。また、別府港の再編計画

については、岸壁工事等の進捗にあわせて別府

交通センターと協議を進めていくこととしてい

ます。 

田原地域交通・物流対策室長 続いて４１ペー

ジを御覧ください。 

 大分高速鉄道保有株式会社について説明しま

す。２の県出資金ですが、資本金等の総額は２

億３，７５０万円、そのうち８２．５％にあた
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る１億９，６００万円を県が出資しています。 

 ３の事業内容については、平成１３年から平

成１５年にかけて行った日豊本線の大分駅から

佐伯駅までの高速化事業によって改良した鉄道

施設を管理し、九州旅客鉄道株式会社へ貸し付

けています。 

 ４の５年度決算の状況ですが、当期純利益は

１，１６６万４千円の黒字となっています。 

 ５の問題点及び懸案事項については、当法人

は施設の減価償却が終了する令和１０年度末に

ＪＲ九州が施設を買い上げた上で、本法人の出

資金を県とＪＲ九州に返還し清算する予定とな

っています。しかしながら、平成１９年の所得

税法改正による減価償却期間の延長、平成２８

年のＪＲ九州の株式上場に伴う固定資産税の減

免措置の終了、平成２９年の台風第１８号によ

り被災した資産の除却処分等により、清算に向

けた収支計画の見直しが必要となっていました。 

 ６の対策及び処理状況ですが、今年６月末の

株主総会で定款の一部変更を行い、取締役管理

部長の職を廃止するなど、組織体制の見直しを

行いました。これにより、管理費が大幅に縮減

されることとなり、清算時の収支状況が改善さ

れる見込みです。 

 続いて４２ページを御覧ください。 

 一般財団法人大分県自動車会議所について説

明します。２の県出資金ですが、資本金等の総

額は２４５万円、そのうち５０万円を県が出資

しています。 

 ３の事業内容については、大分県交通会館の

経営及び維持を主に行っており、そのほかに交

通安全事業の促進及び協力、自動車に関する調

査研究及び普及宣伝、事業者間の連絡協調、意

見の公表及び関係諸官庁への要請活動などを行

っています。 

 ４の５年度決算の状況ですが、当期正味財産

増減額は、大分県交通会館の修繕費用の増など

により３４８万１千円の赤字となっています。 

 ５の問題点及び懸案事項については、交通会

館建築から４６年が経過したため、今後も引き

続き会館の維持及び適正な運営を行うこととし

ています。 

麻生委員長 ただいまの報告について、まず委

員の皆様から質疑などはありませんか。 

岡野委員 ３９ページの大分航空ターミナル株

式会社ですけど、懸案事項の人材の確保と定着

についてです。これはここだけでなく、もちろ

んほかの会社でもそうだと思いますけど、地元

の高校だったり大分県内の大学だったり、やは

りこの規模の空港だとその地域では雇用の受け

皿、働きたい場所になってくると思います。今

後経済が発展すると、もっと利用者が増えると

思うので、その辺を計画的に是非行っていただ

きたいんですけど、いかがでしょうか。 

幸野交通政策企画課長 おっしゃるとおりだと

思います。どの地方空港もそうですが、やはり

人材の確保で苦慮しています。インバウンドの

好調を受け、新規就航させる中で人材の確保が

やはり非常に大事なポイントになっています。

そこでターミナルが定めている計画、中期経営

計画の中に社員の処遇改善の項目を設けていて、

例えば公休日数の増であったり、あるいは勤務

間インターバルの導入検討であったりなど、働

く人を考えた対策を盛り込むようにしています。

当然地元の雇用もその中で促進していくことに

なると思います。 

岡野委員 是非若い世代が働きたいと思っても

らえる一つの拠点になればと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

嶋委員 株式会社別府交通センターの件です。

別府港の再編整備も岸壁の増進を除いては着々

と工事も進んでいるようですが、結果的に二つ

のフェリー上屋は統合されて、バスやタクシー

のターミナル、ロータリーと言いますか、これ

も併設されるということで、そこまで行くと正

に交通センターの役割が問われてくると思いま

す。これは毎年この別府港の再編整備を踏まえ

た今後の経営方針の策定が問題点になっている

し、対策も今後の在り方を協議していくことに

なっていますが、今後の計画や見通しで具体的

に答えることができるものがあれば、答弁いた

だきたいと思います。 

幸野交通政策企画課長 委員おっしゃるように、

毎年度ここが課題になっています。御指摘をい
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ただいた別府港の再編計画については、二つの

ターミナル上屋を統合して新しいターミナルを

造る。その際に今ある別府交通センターの今後

の在り方について議論しようという計画になっ

ています。現在、岸壁工事の申請は国に対して

土木建築部から要望していますが、そちらの進

捗があって次に進むということで、計画の中で

考えています。まだそちらの進捗がはっきりと

しないものですから、引き続き国に対して要望

して、また動向に関して注視したいと考えてい

ます。 

嶋委員 岸壁の工事については我々もしっかり

と要望を続けていきたいと思いますが、この交

通センターも老朽化しているし、私も地元です

けど、そうお客さんが入っているようには見え

ないので、この辺もしっかり努力していただき

たいと思います。 

麻生委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 それでは私から２点伺います。株

式会社大分フットボールクラブの経営状況、３

８ページに関してですが、スタジアムの使用料

を減免しているとか、そういった部分を報告の

中に入れておく必要があろうかと思います。経

営がどういう状況だから、県も使用料を減免し

ていると、明確にその金額をこういった報告の

中に入れていく必要があると思うので、そこら

辺の考え方について確認をします。 

 それから大分高速鉄道保有株式会社の経営状

況について、令和１０年度末に清算の方向性と

いうことで、いろんな見直しがあるとの説明で

したが、清算時期については具体的に変更する

のか、あくまでも令和１０年度末で変わらない

のか、その２点を伺います。 

佐藤スポーツ振興室長 減免の件についてです。

委員長おっしゃるとおり、年間１億円の減免を

しています。この１億円の減免がなければ、さ

きほど申し上げた当期純利益４，７００万円も

実現できなかったことは事実です。そこら辺も

きちんと明記する必要があると思うので、検討

していきたいと思います。 

田原地域交通・物流対策室長 ありがとうござ

います。さきほど質疑をいただいた令和１０年

度の清算の件ですが、この高速化の事業が平成

１３年度から平成１５年度にかけて行われてい

て、造った施設の耐用年数で減価償却期間が２

５年となっています。このため令和１０年度で

一応、減価償却期間が終了することになってい

るので、その減価償却が終了したことを機にＪ

Ｒ九州に減価償却が終了した施設を買い取って

いただき、残余の資本金をＪＲ九州と県で分配

して解散することとしています。しかしながら、

さきほど申し上げたように被災とか様々な理由

で若干、経営状況の見直しが必要になっていた

ので、今年度組織のスリム化を行って管理費を

縮減することができました。これからまた、詳

細に経営計画を見直さないといけませんが、現

時点での見込みだと令和１０年度の解散までに

は、資本金が全て賄えるというか、利益剰余金

が０になって県とＪＲ九州にそれぞれ返還する

ことができるものと考えています。現時点では

令和１０年度末での解散と考えています。 

麻生委員長 分かりました。ほかに委員の皆さ

んよろしいですか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 委員外議員の方は、質疑などはあ

りませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長  ほかに質疑もないので、次に⑧と

⑨について、一括して説明をお願いします。 

工藤おおいた創生推進課長 資料の４３ページ

をお願いします。 

 次期まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略

について報告します。現行の第２期まち・ひ

と・しごと創生大分県総合戦略は、まち・ひ

と・しごと創生法第９条に基づく、大分県の地

方創生に関する施策についての基本的な計画で

あり、長期総合計画安心・活力・発展プラン２

０１５の中から、地方創生に関連する施策を集

中的かつ重点的に推進するための計画として策

定しているものです。令和２年３月に策定した

現行の戦略が令和６年度末をもって終了するこ

とから今回、令和７年度から５年間について次

期総合戦略を策定することとしています。 
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 中段になりますが、現在の第２期戦略におい

ては人を大事にし、人を育てる、仕事をつくり、

仕事を呼ぶ、基盤を整え、地域を活性化するの

三つの基本目標の下、関連する具体的な施策に

取り組んでいるところです。なお、次期総合戦

略の策定スケジュールについてですが、新しい

長期総合計画を基本とし、今後素案の作成に着

手します。その後、第４回定例会において立案

過程を報告し、パブリックコメントによる県民

の意見や市町村の意見も踏まえた上で、令和７

年第１回定例会で次期戦略案を提案したいと考

えています。 

田吹国際政策課長 資料４４ページを御覧くだ

さい。 

 次期大分県海外戦略についてです。大分県海

外戦略は平成２３年５月の策定以降、長期総合

計画に基づき、本県の海外施策の取り組むべき

方向性を示す羅針盤として、海外の成長を取り

込みつつ共に発展するを基本理念とし、おおむ

ね３年ごとに見直しを行いながら策定してきま

した。現行の戦略が令和７年３月を終期として

いることから、次期戦略の策定に向けて現在検

討を進めています。 

 現行の第４期海外戦略は、海外の活力を取り

込む、海外の人材・技術を取り込む、多文化共

生の推進など五つの柱で構成されています。新

たな長期総合計画では、元気分野の政策、海外

の成長を取り込み共に発展する大分県の実現に

おいて、①企業の海外展開と県産品の輸出の促

進、②外国人に選ばれ、共生できる大分県づく

りの二つの海外施策が展開されています。計画

達成により目指す本県の姿、共生社会おおいた、

選ばれるおおいたの実現に資するよう次期戦略

を策定していきます。 

 策定にあたっては、県経済を取り巻く環境の

変化、人口減少による国内市場の縮小、人手不

足と人材獲得競争の激化、増加する外国人住民

等への対応の四つの課題をあげて、企業誘致の

推進や輸出の促進、多文化共生などの取組を検

討しています。 

 策定のスケジュールについては、１２月まで

に庁内ＰＴ会議や海外戦略アドバイザー会議を

経て基本戦略、取組骨子を作成、本委員会で報

告し、来年１月に素案のパブリックコメント、

３月に成案完成の上、本委員会に報告の予定と

しています。 

麻生委員長 ただいまの報告について、まず委

員の皆様から質疑などはありませんか。 

守永委員 大分県海外戦略についてです。この

中で施策として企業の海外展開と県産品の輸出

の促進とありますが、これは従来からずっと継

続した施策の一つだと思います。この施策の中

で、例えばモデル的に農産物の輸出としたとき

に、その農産物がいくらで売れればどのくらい

の利益が生産者にあると試算できると思います。

一応、流通に関わる企業といった部分で様々な

コストもかかってくるわけだから、海外に売る

ことにメリットがあるんだと示せるようなモデ

ルケースと言うか、こういう経営を目指してい

く上での標準的なもの、試算としての経営の在

り方を示したものはあるんでしょうか。 

田吹国際政策課長 御質疑ありがとうございま

す。今のところ農林水産物等に関しては、農林

水産部と協議しながら、取組等も策定を進めて

いるところで、今現在は具体的なことをこの場

でお答えできることがありません。そういった

ところも含めて農林水産部と、あと県産品の加

工品もあるので商工観光労働部とも協議しなが

ら、策定作業を進めていきたいと思います。 

守永委員 原課でないとなかなか細かいことは

分からないのは理解できるんですが、そういっ

たものを窓口として、海外進出を具体的に進め

た上では、原課で取りまとめているものを自分

たちに分かりやすい資料として準備しておくこ

とも必要だと思います。原課に改めて聞くので

はなくて、私もたまたま農林水産物の輸出と言

いましたけれども、それに限ったことではなく

て、海外に輸出するとどういうメリットやリス

クがあるのかを分かりやすくまとめることで、

いろんな企業が飛びつきやすくなると思うんで

すね。原課ごとに対象となる企業なり、生産者

等にいろんなことを呼びかける資料としては作

っていると思いますが、そういったものを一つ

にまとめておく必要があると思うので、是非御
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検討をお願いします。 

福崎委員 すみません、ちょっと教えていただ

きたいんですけど、まち・ひと・しごと創生大

分県総合戦略並びに大分県海外戦略について、

それぞれ具体的な取組が計画の中に盛り込まれ

ていると思うんですけど、計画期間の取組状況

の報告は冊子などにまとめていて、見ることが

できるんですか。例えば、こういう戦略をして

こういうことに取り組みますとしたことに対し

て、現状こういう成果がありましたというよう

なもの。資料としてまとめたものがあるんです

か。 

工藤おおいた創生推進課長 まち・ひと・しご

と創生大分県総合戦略については、ＫＰＩを６

８ほど設定しています。今般、長期総合計画の

評価があったと思いますが、このフォルダ内に

別冊でまち・ひと・しごと総合戦略の実施状況

も入っています。例年このタイミングで長期総

合計画とあわせて評価結果を公表しています。 

田吹国際政策課長 大分県海外戦略については、

まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略と違っ

て、ＫＰＩといった数値目標は今まで現行計画

では設定していませんが、海外戦略対策本部会

議を設置しており、そちらで取組の実施状況や

翌年度の取組の計画などを報告するようにして

います。 

麻生委員長 鈴木政策企画課長から戦略につい

て補完というか、補足することはありませんか。 

鈴木政策企画課長 海外戦略とまち・ひと・し

ごと創生大分県総合戦略について質疑をいただ

きました。海外戦略については、これまで数値

目標を設定していないということで、これまで

の取組状況をお示しするところがなかったと思

いますが、それを内部ではなくて外向きにしっ

かりと示すことができないかを含めて、今戦略

を練っていますので、あわせて検討できればと

思います。 

福崎委員 １２月に骨子決定で、次の常任委員

会で報告ということなんですけど、今までの取

組状況が分からないと、今度作るものが成果と

して実のあるものなのか比較検討しにくいので、

できればそれまでに何らかのこれまでの取組状

況をまとめたものを示していただけるとありが

たいという要望です。 

麻生委員長 要望なので、しっかり対応してく

ださい。 

 私から１点、海外戦略について部長にお願い

しておきたいと思います。モンゴル大使の清水

さんと今回、たまたまモンゴルに大分空港発着

直行便で行く機会があったんですけど、その期

間中にいろんなお話をする中で、外交官経験者

で全権委任大使として活躍された方が、今度大

分に帰ってきて、飯田高原に住んでいる。ふる

さとに恩返しをしたいと、何かあればいつでも

使ってくれという話をいただきました。是非と

もさきほどの国際戦略の中で、海外のアドバイ

ザーの設置とありましたけど、外交経験者のネ

ットワークは、どの国に対してもすごくあるみ

たいです。また、大分県にはＡＰＵの留学生も

たくさんいますが、ＡＰＵの大学関係者、モン

ゴルには６００人の卒業生がいる中で、毎年１

２月に交流会をウランバートルで開催し、そこ

に１５０人くらい集まるそうです。そういった

方々が今回の直行チャーター便の情報をほとん

ど知らなかったので、是非そういう部分でアド

バイザーにお願いする方についても一度研究し

ていただき、すばらしい方々が大分県に特にい

るわけだから、是非そういう方々との連携をし

てほしいと思っています。これは要望でとどめ

ておきます。 

嶋委員 １点いいですか、海外戦略についてで

す。この海外戦略の対象となる国は世界で何か

国なのか、戦略上特に重要である新規としては、

どこを考えているのか。次期戦略で変更がある

のかを聞かせてください。 

田吹国際政策課長 すみません、今、数字で何

箇国というのはちょっと。一応、国と地域とし

ては大分県に県産品の輸出ですとか、ものづく

り産業、製造業、輸出ですとか、そういった関

連するところは見ていきたいと思っています。

それからターゲット国、戦略国については各国

の経済情勢とか、地域情勢とか、あと本県との

交流実績とかを分析して、外部の委員の意見も

取り入れながら、そこは今から決めていきたい
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と思っています。 

嶋委員 次期戦略での変更もあり得るというこ

とですか。 

田吹国際政策課長 おっしゃるとおりです。今、

策定作業中で、３年前に計画策定したときと情

勢が変っているところもあると思いますから、

その辺は変更していきたいと思います。（「よ

く分かりました」と言う者あり） 

麻生委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 委員外議員の方は、質疑などはあ

りませんか。 

今吉委員外議員 さきほどの説明で、長期総合

計画と、まち・ひと・しごと創生大分県総合戦

略とは、やはり違うんですか、それとも同じな

んですか。 

工藤おおいた創生推進課長 さきほど説明があ

ったように、長期総合計画は県の最上位計画で、

その中からまち・ひと・しごと創生大分県総合

戦略は、地方創生に関するものを集めて計画に

しているという位置付けです。だから最上位計

画の地方創生部門という位置付けになります。 

今吉委員外議員 長期総合計画の中でも、重点

的にやりたいことを策定しているものですか。 

工藤おおいた創生推進課長 そうですね、長期

総合計画に書いている施策のうち、地方創生に

関するものを、人を大事にし、人を育てるとい

う、４３ページの真ん中にある３本柱に整理し

ていることになります。 

今吉委員外議員 それだったら、長期総合計画

の意味がなくなるのではないですかね。 

鈴木政策企画課長 御質疑をいただきましたけ

ど、さきほどから申し上げているとおり、長期

総合計画の中から、例えば移住に対する取組と

か、ネットワーク・コミュニティに対する取組

とか、自然増でいったら子育てとか、それに伴

う取組を抜き出していることになるので、長期

計画の意味がなくなるというよりは、その中か

ら地方創生に関する取組を計画の中に抜き出し

ていることになるので、お互いにそれぞれが計

画として成り立っています。必ずしも長期計画

が意味をなさなくなるという訳でないと思って

います。二つの計画を共に推進していきたいと

思っています。（「はい」と言う者あり） 

麻生委員長 ちょっと、補足はいいですか。

（「なんかよく分からんけど、もういい」と言

う者あり）地方自治法の長期総合計画の位置付

けとかをちゃんと説明すればいいわけでしょう。 

鈴木政策企画課長 長期総合計画については、

条例上で定めている計画となっていますので、

県の最上位の計画となります。 

麻生委員長 今吉議員いいですか。（「はい」

と言う者あり） 

麻生委員長 それでは、ほかに質疑もないので、

次に⑩から⑫について、一括して説明をお願い

します。 

佐藤スポーツ振興室長 資料の４５ページを御

覧ください。 

 ツール・ド・九州について説明します。まず

は、来月に開催される２０２４大会（第２回大

会）について説明します。 

 大分ステージは１０月１２日土曜日の１０時

に別府市の立命館アジア太平洋大学をスタート

し、由布市と九重町を経由して、日田市の大原

八幡宮前でフィニッシュするコースとなってい

ます。開催する４市町でそれぞれ賑わいを創出

できるように、各地域に賑わい会場を設けるよ

うにしています。マークパンサーさんによるＤ

Ｊライブや自転車ロードレースを題材にした大

人気漫画、弱虫ペダルの作者によるトークショ

ーなど、多くの方に楽しんでいただけるような

イベントを行う予定です。また、スパークル大

分の出場も決定したので、レースでも地元大分

を沸かしてくれるものと期待しています。万全

なレース運営と賑わいの創出に向け、引き続き

準備を進めていきます。 

 次に、２０２５大会（第３回大会）について

説明します。大会事務局が国際自転車競技連合

（ＵＣＩ）に国際認証を申請中で、１０月以降

に正式決定する予定となっています。大分県と

してもツール・ド・九州の輪を九州全域に拡げ、

さらなる飛躍をするために、これまで参加して

いなかった宮崎県と共同開催が出来ないか協議

を進めています。コース等の詳細については、
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今後決めていくことになりますが、ツール・

ド・日豊で既に連携のある延岡市から佐伯市を

候補地として考えています。実現すれば、全国

的にも珍しい県境をまたぐステージコースとな

り、多くの誘客が期待できます。 

 さらに魅力が増していくツール・ド・九州を

上手く活用し、地域の活性化やサイクルツーリ

ズムにつなげていきたいと考えています。 

幸野交通政策企画課長 続いて、資料の４６ペ

ージを御覧ください。 

 大分空港海上アクセスの整備について、ホー

バークラフト１番船Ｂａｉｅｎ（ばいえん）の

修繕が完了したので報告します。 

 昨年１１月に発生した１番船の事故は、運航

事業者が１番船を使ったトレーニング初日に空

港側発着地の航走路入口付近で発生したもので、

操縦士の操縦ミスによって船体の右舷後方部を

ガードレールに衝突させた自損事故でした。こ

の事故により、船体右舷側のリフトファン周り

とプロペラ後部に取り付けられたラダーと呼ば

れる舵板（かじいた）が破損したほか、航走路

に設置したガードレールと空港擁壁の一部が破

損しました。この事故で負傷者や燃油漏れはあ

りませんでした。 

 事故発生以降、この船を修繕するにあたって

１番船は修繕の見込みとこれまで説明していま

したが、英国の造船者が修繕方法等の調査検討

を行い、必要部品の製造や輸送の手配に時間を

要していました。７月から８月にかけて英国か

ら技術者が来日し、西大分の艇庫において各種

修繕作業を行いました。主要なものでは、右舷

のリフトファン周辺部の修繕やラダーの交換、

プロペラダクトの修繕及びプロペラの交換、さ

らに傷んだスカートの交換などの工事を実施し

ました。 

 １番船の事故に関しては、県議会や県民の皆

様には大変な御心配をおかけしましたが、９月

６日に国の検査も結了し、予定どおり訓練を再

開しています。運航事業者において、引き続き

安全運航を第一に訓練を重ねていただき、万全

の体制で就航の日を迎えられるよう、しっかり

と取り組んでいただきたいと考えています。 

田原地域交通・物流対策室長 資料の４７ペー

ジを御覧ください。 

 バス無料デーについて報告します。１の概要

ですが、この取組は利用者の減少が続いている

公共交通の利用を促進するとともに、買い物等

の外出機会の創出による地域経済の活性化、交

通渋滞の緩和や環境負荷の軽減などの多面的な

効果発現を検証するため、大分県内の路線バス

全９社を対象とした運賃無料運行をバス無料デ

ーとして開催するものです。 

 日程は令和６年１２月１５日の日曜日、令和

７年１月１５日と２２日の水曜日、合計３日間

を予定しています。運賃無料対象事業者は、大

分バスや大分交通など、大分県内に主な営業路

線を有する路線バス事業者９社としています。 

 ２の事業内容ですが、①に記載のとおり対象

の路線バスについて、大分県内等で降車する場

合の運賃を無料とします。コミュニティバスや

高速バス、空港バス、日田彦山線のＢＲＴは対

象外ですが、一部のコミュニティバスについて

は、この取組に賛同して無料にしていただける

ようになっています。 

 ②については、無料運行を実施するにあたり、

各種広報媒体を活用して将来のバス利用が期待

できる子ども、免許返納後のバス利用が想定さ

れる高齢者、交通渋滞の緩和を目的にマイカー

利用者をターゲットとして、各種媒体を利用し

た広報を１１月頃に開始する予定とします。バ

ス無料デー開催当日には県内の主要バス停など

で、当日の外出目的やバスに対する意識の変化

など、利用者へのアンケート調査を実施します。 

 終了後にこのアンケートや交通渋滞の分析結

果について、今後の施策立案の参考にするとと

もに、この結果をバス事業者や各市町村に情報

提供して、様々な割引などの取組に活用してい

ただくことを想定しています。 

麻生委員長 ただいまの３件の報告について、

まず委員の皆様から質疑などはありませんか。 

阿部副委員長 大分空港海上アクセスの整備に

ついて、ホーバーの件で伺います。先日の一般

質問では秋に就航予定と、いつの秋か分かりま

せんが、来年の秋にならないといいかなと（笑
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う者あり）心配をしているところですけど、交

通政策局長が答弁の時に、国土交通省に許可申

請していると言いました。国土交通省の許可と

は、どういう許可なのか。当初からホーバーを

運航するときには、そういった許可が必要でし

ょうから、それはもうクリアしていると思って

いました。今はどの段階のどういう許可なのか

というのがまず１点目で、またそれがいつ頃下

りるのか。 

それから随分と遅くなっているけれども、こ

れは１００億を超える大変大きな事業ですね。

運航事業者と大分県とで、どのような協議をど

のくらいの間隔で定期開催しているのか。これ

が２点目です。 

それから、第一交通産業との契約が２０年と

聞いているけれども、いつからいつまでなのか、

そして、いつから契約が始まったのか。これが

３点目。 

それと４点目が、事故の説明が今あったけれ

ども、この修理代は誰が持つのか。それと修理

にどれくらいかかっているのか。 

最後の５点目、契約がいつから始まったのか

に関連するかもしれませんが、第一交通産業の

運営スタッフが何人くらいいて、これまでにか

かった費用はどのくらいか。本来なら収入が発

生していてもよいはずなんですね、ところが収

入は発生していない。第一交通産業が自ら払う

となれば、かなりの人件費等を出費しているわ

けですね。スタッフがどれくらいいるのか、運

営費について第一交通が全部見ているのか。こ

こら辺を教えてください。 

幸野交通政策企画課長 ５点質疑をいただきま

した。まず、国に対する許可です。事業をする

ことは確かに決まっていたんですけど、運航す

るダイヤであったり、運航する形態であったり

が分からないと国には申請ができないものであ

り、７月に運航事業者から運航計画が発表され

て、空港の接続ダイヤがある程度発表されたと

ころです。それを受けて、空港までの定期航路

の申請と、もう一つは周遊にも使うことがあっ

たので、不定期航路の申請を同時に発出してい

ます。国で審査して、運航事業者に定期と不定

期の許可が与えられたら、事業として運用でき

ることになるもので、その許可を今待っている

ところです。（「見通しは」と言う者あり）概

ね国の標準処理期間が大体２か月間くらいと聞

いており、７月に発出したのでもうすぐではな

いかと考えています。それが１点目です。 

 ２点目が運航事業者との協議の頻度です。こ

れは定期的に開催しており、毎月１回以上は行

っています。やはり決めなければいけない事が

かなりあって、船の修繕の状況も踏まえ、ある

いは事故もあったので事故の状況などの確認も

あります。また二次交通であったり、欠航時対

策であったりと、いろいろと運航に向けては考

えていかなければならないことがあって、それ

らを県と事業者で協議を重ねています。また、

訓練を艇庫でしているので我々もそちらに行っ

て、日々その艇庫や訓練の状況の聞き取りをす

るなど、会議ではありませんが、意見交換は頻

繁にしています。 

 ３点目です。協定を結んだ２０年はいつから

かということですが、これは運航開始から２０

年で考えています。これから運航されて２０年

間の継続事業を実施していただけるものと考え

ています。 

 ４点目の今回の事故の修理代に関しては、運

航事業者が掛けている保険料から支払われます。

今回の総額がいくらになったかは、運航事業者

で対応しているので、我々では分かりかねます

が、被害のあった県の施設としてガードレール

があり、そのガードレールの修繕が保険で賄わ

れています。総額１５８万円程度だったと伺っ

ています。 

 最後の５点目、運航事業者のスタッフですが

５０名程度と聞いています。これらの人件費、

あるいは訓練にかかる費用、修繕にかかる費用、

その他にかかる運営費に関しては、収入がない

中ですが、運航事業者が全額負担しています。 

阿部副委員長 分かりました。ただ、当初は５

年度末に運航開始予定でした。ところが訓練初

日に事故があったりして、運航がずれ込んだの

はあるけど、この運航許可は訓練が終わりまし

たよと、これなら自信を持って運航できますと
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いうときに申請するのですか。 

幸野交通政策企画課長 訓練は法で定めれられ

ている４０時間というのがあり、許可を受ける

ときには当然４０時間をクリアしていなければ

なりませんが、訓練が終わってから出すもので

はなく、訓練の終わることが確認されて許可が

出されるものだと思います。申請は訓練中であ

っても出せるものではないかと考えています。 

阿部副委員長 ということは、５年度末に運航

予定だったのは、そのときにもう許可申請をし

ていなかったのですか。 

幸野交通政策企画課長 昨年１１月の事故を受

けて、訓練をしっかりやるという方針を定めた

ので、訓練計画を立て実施できる段階になって

許可申請を出そうと考えたものだと思います。

それで今年度の７月に訓練を踏まえ、運航計画

を新しく決めた段階で許可申請したと考えてい

ます。 

阿部副委員長 分かりました。最後になります

が、今聞くとこれまでにかなりの費用がかかっ

ている部分は、第一交通産業が収入がないにも

かかわらず自分で払っているということですか

ら、企業としては今かなりダメージを受けてい

るんじゃないかと思うんですね。ですから、１

日も早く訓練を終わらせて、運航して収益を上

げてもらいたいと思います。これは第一交通産

業だからできるのかもしれませんが、これがい

つまでも続いたら、事業を投げ出すんじゃない

かと思うんですよね。ですから、ここら辺を１

日も早く、訓練を進めて許可もいただいて、運

航を開始していただきたい。来年の秋にならな

いように、この秋になんとか。そこら辺の見通

しについてはどうですか。 

嶋川交通政策局長 この秋、来年ではなくて、

この秋に向けて、精一杯関係者は今努力してい

ます。私自身も今、第一交通産業の本社とやり

とりをしています。さきほど幸野交通政策企画

課長から申し上げたとおり現場レベルでは、ほ

ぼ毎日のように県の担当者、グリフォン社、大

分第一ホーバードライブ社の人も膝詰めでいろ

いろ打合せをしているので、そういった日々の

コミュニケーションをしっかりと、やはり県民

に大きな不安を与える事故だったので、しっか

りと払拭できるように、安全に就航するための

準備を進めているところです。また就航日が決

まったら、運航事業者とともに事前にお知らせ

できるように手配をしたいと思います。 

阿部副委員長 分かりました。よろしくお願い

します。 

麻生委員長 当初は秋と言っていたので、立秋

を思い浮かべていましたが、もう立冬がすぐそ

こに来ているので、頑張ってください。ほかに

委員からありませんか。 

守永委員 少し関連する部分もあるんですけど、

運航計画とはちょっと違うんですが、欠航した

場合にどう対処するかというのは、様々なとこ

ろが関連してくると思うんですけど、その関連

するところと協議されているのか。どういうと

ころと協議しているか、教えていただきたいと

思います。 

 事故等があり収入もない中で、かなり厳しい

労働環境で働いている方々が多いのではないか

と思いますが、労働安全衛生についての投げか

けや注意喚起はなされているのか。その辺も教

えてください。 

幸野交通政策企画課長 欠航に関して、欠航時

の対応は運航事業者で今考えているところです

が、おっしゃるとおり例えばエアライナーや今

ある空港まで既存のアクセス等の関係もありま

す。そこで、そういった空港へアクセスをして

いる事業者とも一緒になって話しながら、進め

ているところです。 

 もう１点、労働安全に関してです。それも特

殊な整備を必要とする船であるし、また訓練や

それぞれの勤務状況も特殊だろうと思っていま

す。運航事業者がしっかりと労働安全も管理し

ながら、訓練や事業に向けた準備を進めている

と考えています。（「ありがとうございます」

と言う者あり） 

福崎委員 すみません、私からもホーバーに関

わることなんですが、さきほど修理代は分から

ないという話だったんですが、これってホーバ

ーは県の所有物ですよね。所有者が貸し付けて

いる物が壊されて修理することになれば、お金
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は保険から出るから大丈夫という問題ではなく

て、所有者として自分が貸し付けている物が壊

された場合は、どのように壊されて、どこが壊

れたのか、それに対してどういう修理がされた

のか、それに対してどういうお金がかかって、

きちんと修理されたのかをきちんと把握して管

理するべきじゃないかと思いますが、そこら辺

はしっかりされているのか。 

 あと残り３回事故があって、それも修理代が

かかっていると思うんですけど、それはもう全

部修理が終わった状態で、３隻とも全て万全の

体制になっているか聞きたいのが一つです。 

 それとバス無料デーについて、もしかしたら

当初予算で説明があったのかもしれません。私

も気がつかなくて忘れているんですが、バス無

料デーにかかる費用、これはどのくらい――県

が無料にするからお金を出すんでしょうけど、

どのくらいの予算を見積もっていたのか。すみ

ませんが、県職員が公共交通機関を今どれくら

い利用して通勤しているのか教えてください。 

幸野交通政策企画課長 １点目の修繕に関して

です。今日説明したように、修繕の内容に関し

ては全て把握しています。それは国の検査も受

けたので、確実に修理されていることは確認し

ています。ただ、修繕した会社に対して費用を

いくら払ったかに関しては、こちらで把握して

いません。中身であったり、修繕の確実性であ

ったりは、県として確認しています。 

それと２点目の４回あった事故のうち、残り

３回の修繕ということでした。本日説明したの

は１回目の事故で、２回目と３回目は船には影

響はなくて、４回目の西大分の艇庫入口のとこ

ろで事故に遭ったのは、船が傷んだので保険で

修繕しています。そちらの修繕も１番船のよう

な大規模なものではなかったのですが、一部修

繕する箇所はあり、そちらの修繕も既に終えて

います。 

田原地域交通・物流対策室長 質疑のあった予

算についてですが、総額でおよそ７，６００万

円を予定しており、その内訳としてはバス代相

当分が６，６００万円、広報やアンケートにか

かる費用が約９８０万円と想定しています。あ

と申し訳ありませんが、県職員がどのくらい公

共交通を使って通勤しているかは手元に持ち合

わせていないので、よろしければ後ほど人事課

に確認したいと思います。 

麻生委員長 はい、しっかり報告するように。

よろしいですね。（「はい」と言う者あり）委

員外議員の方は、質疑などはありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長  ほかに質疑もないので、これで諸

般の報告を終わります。 

 この際ですが、（３）その他について何かあ

りませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 別にないので、これをもって企画

振興部関係の審査を終わります。執行部は、お

疲れ様でした。 

 ここで暫時休憩します。再開は午後２時３５

分とします。 

午後２時２６分休憩 

―――――――――― 

午後２時３２分再開 

麻生委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開

します。 

 このたび、嶋前委員長が議長に就任したこと

に伴い、総務企画委員長となった麻生栄作です。 

どうぞよろしくお願いします。 

 また、本日は委員外議員として今吉次郎議員、

三浦正臣議員に出席いただいています。 

 これより、総務部関係の審査に入ります。 

 初めに本日審査いただく案件について、渡辺

総務部長から概括的な説明をいただきます。 

渡辺総務部長 改めまして、就任されました麻

生委員長、そして議長に就任された嶋委員をは

じめとする総務企画委員の皆様には、引き続き

御指導を賜りますよう、どうぞよろしくお願い

します。 

 説明に先立って１点報告します。先月の８月

２７日に職員の懲戒処分を行った事案について、

当事者並びに県民の皆様、そして県議会議員の

皆様に心からお詫び申し上げます。 

 各部局には、今回のことを受けて綱紀粛正と

服務規律の保持、それから風通しのよい職場環
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境を一層徹底するよう指示したところです。県

民の皆様の信頼回復が図られるよう努めていき

たいと思います。 

 それでは、本日審査をお願いしている案件等

について概括的に説明します。座って説明しま

す。 

 本日の委員会では、付託案件４件について審

査をお願いしています。このうち、第７６号議

案令和６年度大分県一般会計補正予算（第２号）

については、防災対策の強化や賃上げと働き方

改革の実現に向けた取組などを計上するととも

に、決算剰余金の財政調整用基金等への積立て

を行うものです。 

 第７８号議案大分県行財政改革計画の策定に

ついては、新長期総合計画の下支えとなる新た

な行財政改革計画を策定したので、議決をお願

いするものです。 

 その他請願が１件あります。また、諸般の報

告において、現行計画である大分県行財政改革

推進計画の進捗状況についてなど１１件を説明

します。 

 各事項の詳細については、それぞれ担当課長

から説明させますので、どうぞよろしくお願い

します。 

麻生委員長 それでは、議案審査に入ります。 

 まず、第７６号議案令和６年度大分県一般会

計補正予算（第２号）のうち、総務部関係部分

について執行部の説明を求めます。 

小野財政課長 それでは、第７６号議案令和６

年度大分県一般会計補正予算（第２号）につい

て説明します。議案書は１ページからですが、

総務企画委員会資料で説明します。資料の２ペ

ージをお願いします。 

 まず、全般的な事項についてです。この補正

予算では、冒頭に記載しているとおり能登半島

地震を踏まえた防災対策の見直しを進める中で、

早急に対応が必要な経費を計上するとともに、

賃上げや働き方改革の実現に向けた取組などを

推進することとしています。また、令和５年度

決算剰余金を財政調整用基金等に積み立てます。 

 補正の規模ですが、１の補正概要にあるとお

り１０１億２，８０１万５千円の増額となって

おり、補正後の累計は７，００１億７８２万９

千円となります。 

 次に、歳入について説明します。少し飛んで

資料の５ページをお願いします。 

 今回補正する歳入は、赤枠で囲んでいる国庫

支出金、繰入金、繰越金及び諸収入となってい

ます。 

 ６ページをお願いします。 

 まず、第９款国庫支出金第３項委託金３７０

万４千円については、文部科学省からの委託金

であり、遠隔授業の効果的手法の検証に要する

経費に充当するものです。 

 ７ページをお願いします。 

 第１２款繰入金第２項基金繰入金２億３，８

３４万５千円の増額です。このうち、第１０目

災害救助基金繰入金１億３，６３４万５千円は、

避難所の衛生環境の確保に向けた携帯トイレの

備蓄拡充に要する経費に充当するものです。 

 その下の第１１目地域医療介護総合確保基金

繰入金１億２００万円は、医師の労働時間短縮

と地域医療提供体制の確保との両立に向けて、

勤務環境改善に取り組む医療機関への支援に要

する経費に充当しています。 

 ８ページをお願いします。 

 第１３款第１項繰越金８０億８，５９６万６

千円は、令和５年度の決算剰余金です。 

 ９ページをお願いします。 

 第１４款諸収入第３項貸付金元利収入１８億

円は、賃上げを含む事業計画を策定し収益拡大

に取り組む事業者向けの新たな県制度資金の創

設に伴い必要となる金融機関への単年度貸付の

財源です。全般的事項及び歳入についての説明

は以上です。 

 続いて、総務部関係の歳出のうち財政課分に

ついて説明します。１０ページをお願います。 

 第１３款諸支出金第１項積立金５３億９，０

７１万２千円は、基金条例に基づき決算剰余金

の３分の１相当額を、財政調整基金及び減債基

金にそれぞれ積立てを行うものです。 

 １１ページをお願います。 

 第２款総務費第２項企画費のうち、上段の赤

色で囲っている、おおいた元気創出基金積立金
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です。これは、さきほどの決算剰余金の残りの

３分の１のうち、今回の各部局の補正事業等に

充当した残余である１１億５，９３４万１千円

を今定例会に提案中の新長期総合計画に基づく

今後の新たな施策展開等に備えて、積立てを行

うものとなっています。 

山本行政企画課長 資料の１２ページを御覧く

ださい。 

 指定管理施設等運営対策費、補正予算額３，

９８９万９千円について説明します。 

 この事業は、急激な人件費の上昇に対応する

とともに、早期の賃上げを実現するため、指定

管理委託料を増額するものです。指定管理委託

料は、公募時における直近の人事委員会勧告等

を踏まえ、指定期間中の委託料上限額となる基

準価格を設定しています。 

 指定期間中における人件費の変動は、指定管

理者との間で締結する基本協定書に基づき、原

則、指定管理者負担として整理していますが、

一方で想定外の変動が生じた場合は委託料の変

更協議ができることとしています。直近２０年

の人事委員会勧告で県職員の平均年間給与改定

率が１％を上回った事例は、平成２６年度と令

和５年度の２回のみであり、とりわけ令和５年

度の上昇分は想定を大きく超える状況でした。 

 今回、人事委員会勧告等を踏まえた令和５年

度上昇分が非常勤職員の勤勉手当を含めて５．

７％となっていることから、リスク分担表によ

る指定管理者の負担分を１％とし、差額の４．

７％分を県負担分として指定管理委託料の増額

を行うものです。 

 人件費上昇分に相当する指定管理委託料を上

乗せすることにより、指定管理者の従業員の早

期賃上げにつなげ、ひいては質の高いサービス

の提供体制を整えることにより、指定管理施設

の更なる活性化を図っていきます。 

渡辺県有財産経営室長 第７６号議案令和６年

度大分県一般会計補正予算（第２号）の県有財

産経営室所管分について説明します。委員会資

料の１３ページをお開きください。 

 議案書から抜粋していますが、繰越しの承認

をお願いするものです。表のうち太枠にしてい

る第８款土木費第１項土木管理費の県有建築物

保全事業費で２，２５６万９千円です。 

 今年度、日田高等技術専門校など３施設にお

いて設計と工事を予定していましたが、設計の

入札が不調となったことから全体の行程が後ろ

倒しとなり、工事の予定工期が年度をまたぐ見

込みとなっています。ついては、適正工期を確

保して工事の発注を行うため、繰越明許費の承

認をお願いするものです。 

麻生委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。まず、委員の皆様

から質疑はありませんか。 

守永委員 １２ページの指定管理施設等運営対

策費の関係ですけど、人件費が極めて上がった

という変更理由は分かるのですが、事後の効果

として、そこで働いている方々の賃金水準が上

がったのか確認する予定があれば教えてくださ

い。もしできないのであれば、できない理由を

教えてください。 

山本行政企画課長 御質疑ありがとうございま

す。賃金への反映ですが、まず募集にあたって

は、そういった意思のあるところを募集します。

委託料を支払った後に、改めて書面等で賃上げ

の状況等を確認することで考えています。（「 

ありがとうございます」と言う者あり） 

阿部副委員長 ７６号議案です。１３ページの

県有建築物保全事業費の約２，２００万円です

が、これは県の３施設の改修に伴う設計入札が

不調であったということでしたが、これは設計

をもう一度出しなおして、予算を上乗せすると

いうことですか。 

渡辺県有財産経営室長 これは今回、日田高等

技術専門校など３施設なんですけど、受変電設

備工事などがあります。実は不調になったのは

技術者不足で、要は設計の技術員がやはりあち

こちの事業を持っていて、なかなか同時期に対

応できないところがありました。適正工期をし

っかり確保する形で、設計に関しては発注して

いて、今年度になって入札不調が全体で５件ほ

ど起こっていたのですけど、今既に５件とも再

入札していて、全て落札済みです。 

 今回お願いしているのは、工事費にかかるも
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ので（「工事費」と言う者あり）はい、繰越し

を承認いただかないと年度をまたぐ工事になる

ので、今回承認をお願いするものです。（「は

い、分かりました」と言う者あり） 

麻生委員長 ただいまの件で、土木の電気技師、

技術者の数がもう少なくて、一人でものすごい

数の物件を抱えて苦労しているのではないかと。

工事を受注する業者の側からも、県の職員があ

あいう状況では、なかなか対応ができないので

はないかと。業者から見ても、あれは負荷がか

かりすぎではないかという指摘があり、私も聞

いたことがあるので、やはりそういう適正配置

という部分でも、そういった専門技術者の配置、

県職員の技術者の配置は、各分野ごとによく把

握して、その上で発注とか配分を考えてあげな

いと、職員も大変だろうなと心配する声が耳に

入ってきたので、お伝えしておきます。 

 それでは、ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 委員外議員の方は、質疑などはあ

りませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 ほかに質疑もないので、これより

さきほど審査した企画振興部関係分とあわせて

採決します。 

 本案のうち本委員会関係部分については、原

案のとおり可決すべきものと決することに御異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 御異議がないので、本案のうち本

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

 次に、第７８号議案大分県行財政改革計画の

策定についてですが、諸般の報告①大分県行財

政改革推進計画の進捗状況について、議案とあ

わせて報告したい旨の申出があったので、これ

を許します。 

 それでは、執行部の説明を求めます。 

山本行政企画課長 第７８号議案大分県行財政

改革計画の策定について説明します。資料１４

ページを御覧ください。 

 初めに、これまでの経過等についてです。資

料下段のスケジュールのとおり、これまで約１

年をかけ、本委員会をはじめ県議会、民間有識

者で構成される行財政改革推進委員会などで議

論いただきながら策定作業を進めてきました。

新たな計画、大分県行財政改革推進計画２０２

４がまとまったところです。 

 総務企画委員の皆様においては、これまで貴

重な御意見を多数頂戴したことに対して、改め

て感謝申し上げます。 

 直近の第２回定例会の議案説明会において素

案を説明し、その後のパブリックコメントや行

革推進委員会での意見等を踏まえ、今回成案と

して議案を提出しています。 

 パブリックコメントでは１４名の方から３７

件の意見をいただきました。主なものとしては、

目標指標の設定の在り方や計画をより分かりや

すくするための工夫などの助言を複数いただい

ており、指標設定、表現等の見直しを行ってい

ます。 

 そのほかについては、その多くが既に計画案

に盛り込まれている取組を実行する上での個別

具体の意見でした。参考資料として資料１６ペ

ージから１９ページにかけて意見一覧を添付し

ているので、お時間のあるときに御確認いただ

ければと存じます。 

 資料１５ページを御覧ください。 

 計画案の全体概要について説明します。新た

な計画の名称ですが、現計画の取組の継続に加

え、ＤＸの推進による加速・強化といった取組

が多くあることから、現行の大分県行財政改革

推進計画に２０２４を付け、副題をデジタルの

力を活用した「社会変革」の実現に向けてとし、

大きな狙いを掲げています。 

 計画の基本的な考え方ですが、資料上段のと

おり、少子高齢化・人口減少に伴う構造的な課

題やデジタルや先端技術の進展への対応といっ

た今後見込まれる社会の変化を踏まえ、同時期

に策定している新長期総合計画の県政運営を支

える基盤を構築するとともに、デジタルや先端

技術の力を活用し、社会変革の実現に向けた取

組を加速度的に推進することとしています。 

 資料中段から下段の主な取組１県民目線に立
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ったデジタル社会の実現、２連携・協働による

公共サービス等の維持・向上、３社会資本・公

共施設の老朽化への対応、４社会保障関係費の

増加への対応、５職員人材の確保・育成と働き

方改革の推進、安定的な財政基盤の確保の五つ

の項目を計画の柱としています。 

 特に１デジタル社会の実現は、本計画の１丁

目１番地で、行政事務のＤＸだけでなく、福祉

や防災、農林、土木、教育といった公共性の高

い分野のＤＸも進めていくことにしています。

また、市町村のＤＸも支援することで県全体で

の効果を上げていきたいと考えています。また、

５の安定的な財政基盤の確保においては、財政

調整用基金残高３３０億円と県債残高６，５０

０億円以下については、これまでの水準を維持

する目標値を設定し、健全財政を堅持していき

たいと考えています。 

 本計画を全職員が一丸となって着実に実行す

ることでデジタル社会への変革を実現し、持続

可能で質の高い公共サービス等の維持・向上と

安定的な財政基盤の確保を目指していきます。 

 続いて、現行の計画である大分県行財政改革

推進計画の進捗状況について報告します。資料

２０ページを御覧ください。 

 資料上段にあるとおり、現行の計画では令和

６年度までを取組期間として４７項目に目標指

標を設定しており、令和５年度末時点でそのう

ちの２８項目が、計画期間内で目標達成見込み

となっています。残りの１９項目については、

取組の進捗は図られているものの、目標値まで

は未達成となっています。 

 続いて、その具体的な取組の中から主なもの

を説明します。１の行政運営では、令和６年度

までの行政手続の１００％電子化に向けて計画

的に着手しており、昨年度末時点で８４％が完

了しています。残る手続についても今年度内に

電子化を完了する見込みです。 

 また多様な主体との協働においては、ＮＰＯ

の協働件数は目標達成していますが、ネットワ

ーク・コミュニティの構成集落数は未達成とな

っています。今後、高齢化集落のさらなる増加

も見込まれる中、取組を加速していく必要があ

ると考えています。 

 次に２の社会保障では、従業員の健康づくり

を実施する健康経営事業所の登録・認定や新規

透析患者数の抑制においては、目標を上回る成

果が上がっています。一方で、特定健診の実施

率や通いの場の参加率などについては、目標に

は達しておらず、向上に向けたさらなる取組の

強化が必要であると考えています。 

 また、介護現場の生産性向上においてはＩＣ

Ｔ等の導入で成果を上げていますが、今後も人

手不足が深刻化する中、介護従事者の負担軽減

に向けた継続的な取組が重要になると考えてい

ます。 

 次に、３の社会資本・公共施設についてです。

長寿命化・予防保全の推進においては、予防保

全型維持管理の計画的な取組により、公共施設

等の老朽化比率は目標を達成する見込みとなっ

ています。一方で、県有建築物の利活用におい

ては、県営住宅の入居率の向上が課題となって

いるので、子育て世帯や高齢者に対応した機能

向上などを図ることで、一層の利活用促進を進

める考えです。 

 続いて４の財政資源と職員人材の活用では、

財政調整用基金残高や県債残高は目標額を堅持

していますが、引き続き財政の健全化に努めて

いきます。また、技術職員の採用については、

必要な採用者数を確保できていない状況であり、

さらに女性管理職比率の向上も課題となってい

るので、戦略的な人材の確保や中長期的な視点

に立った人材育成を強化していきます。 

 最後になりますが、目標指標が未達成の１９

項目をはじめ、達成済みであっても今後も継

続・強化していくべき取組については、取り巻

く状況の変化等を踏まえ必要な見直しを行った

上で目標値の上方修正等を行い、新たな行財政

改革計画に盛り込んでいます。強固な行財政基

盤の確保に向け、今後も引き続き行財政改革に

しっかりと取り組んでいきます。 

麻生委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。まず、委員の皆様

から質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 
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麻生委員長 委員外議員の方は、質疑などはあ

りませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 別に質疑もないので、これより採

決します。 

 本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第７９号議案行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用等に関する条例の一

部改正について、執行部の説明を求めます。 

木口電子自治体推進課長 第７９号議案行政手

続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等

に関する条例の一部改正について説明します。

資料の２１ページを御覧ください。 

 まず条例の概要ですが、本条例は県が独自に

個人番号を利用する事務や庁内連携を行う事務

を定めているものです。個人番号を利用して行

政機関の間で情報連携することで、行政への手

続に必要な添付書類を減らし、申請者の負担を

減らすことが目的です。 

 今回の改正内容ですが２点あります。１点目

は、昨年６月に公布された番号利用法の改正に

伴うものです。今回の法改正では、行政機関の

間の情報連携を速やかに開始できるようにする

ため、法で個人番号の利用が認められている事

務について、これまでは連携する事務について

も法で規定することで、利用ができるとしてい

ましたが、これが主務省令に規定することで情

報連携ができるように改められました。 

 今回の法改正に基づき、主務省令に療育手帳

関係情報や外国人に対する生活保護の実施事務

等について、連携できる事務と情報が整理され

たことに伴い、これと重複することになった本

県の条例の該当部分について削除するものです。

簡単に申し上げると、国の省令と重複すること

になった箇所を削除するものとなります。 

 ２点目は、生活保護法の一部改正に伴うもの

です。生活保護世帯で高校卒業後に大学進学す

る者に一時金として支給していた進学準備給付

金が拡充され、就職者も支給対象とする進学・

就職準備給付金に改正されたため、独自利用事

務として条例に規定する外国人の生活保護に関

する同給付金の名称を変更するものです。施行

日は公布の日となります。 

麻生委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。まず、委員の皆様

から質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 委員外議員の方は、質疑などはあ

りませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 別に質疑もないので、これより採

決します。 

 本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第８０号議案大分県長期総合計画の策

定についてですが、本案については関係する福

祉保健生活環境、商工観光労働企業、農林水産、

土木建築、文教警察委員会に合い議しているこ

とを申し添えます。 

 それでは、執行部の説明を求めます。 

木部学事・私学振興課長 資料の２２ページを

御覧ください。 

 第８０号議案大分県長期総合計画の策定につ

いて、総務部所管の施策について掲載していま

す。（５）大学等との連携による人材の育成・

定着と地域の活性化については、６月２８日の

説明会以降で内容の修正はありません。県内大

学等の学生が卒業後も県内に定着し、地域の活

性化に向けて活躍してもらえるよう、引き続き

大学等との連携強化や芸短大、看護大などの魅

力向上を進めていきます。 

麻生委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。まず、委員の皆様

から質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 
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麻生委員長 委員外議員の方は、質疑などはあ

りませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 別に質疑もないので、これより、

さきほど審査した企画振興部関係分とあわせて

採決します。 

 なお、本案について福祉保健生活環境、商工

観光労働企業、農林水産、土木建築、文教警察

委員会の回答は、全て原案のとおり可決すべき

とのことです。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、請願の審査を行います。請願７学費と

教育条件の公私間格差をなくすために私立高校

生の負担の軽減と教育環境の充実を求める請願

について、執行部の意見を求めます。 

木部学事・私学振興課長 委員会資料の２３ペ

ージをお開きください。 

 本請願は、私立高校生と家庭の負担軽減のた

めの入学金補助制度の創設、国に向けて私立高

校の経常費助成の拡充要請、教育のＩＣＴ化が

公立高校並みになるよう補助の拡充を求めるも

のです。 

 まず、１点目の私立高校生とその家庭の負担

軽減のための入学金補助制度の創設です。本県

において、低所得世帯に対する入学金支援制度

はありません。他方、授業料については委員会

資料の２４ページをお開きください。 

 国においては、一番下にあるように年収５９

０万円未満世帯には、月額３万３千円が支援さ

れています。年収５９０万円以上９１０万円未

満世帯については、国において月額９，９００

円が支援されるのみであるため、県独自で月１

万円を加算して支援しています。 

 加えて資料の左上に記載しているとおり、授

業料が月額３万３千円を超える高校に通学する

場合は、住民税均等割非課税世帯に対して５千

円を上限として県独自で支援を行っており、県

独自の支援額は令和６年度予算額で２億９千万

円程度と、他県と比較しても手厚い助成になっ

ています。 

 ２３ページに戻っていただき、請願の関係で

すが、授業料を支援する国の就学支援金制度は

家庭の経済状況にかかわらず、全ての意思ある

高校生等が安心して教育を受けることができる

よう、家庭の教育費負担の軽減を図ることを目

的とした制度です。入学金についても同様に、

まずは国において、家庭の教育費負担軽減の施

策全体の中で検討すべきと考えます。 

 次に、２番目の国に向けての経常費助成の拡

充を要請するということですが、生徒１人当た

り公費投入額については、公立高校と私立高校

に差があることを踏まえ、国に対して私立高校

の運営費に対する国庫補助の拡充を今年度も要

望しています。 

 次に、３番目の教育のＩＣＴ化、ＩＣＴ周辺

機器整備については、国の補助対象額の下限が

５００万円のところ、令和６年度から１００万

円以上５００万円未満について、県独自で３分

の１補助を行うとともに５００万円以上につい

ても、国の補助率２分の１に加えて県独自に６

分の１上乗せ補助を新設するなど、既に拡充し

ていて私立学校のＩＣＴ教育環境の整備を推進

しています。なおＩＣＴ教育環境の整備につい

ても、国に対して１人１台端末整備を含めて国

庫補助の拡充を要望しています。 

麻生委員長 この請願について、委員の皆様か

ら質疑や意見等はありませんか。 

阿部副委員長 我々自民党としても今回、私学

助成制度の充実強化を求める意見書を提出して

います。この請願は高校に対するもののようで

すが、我々は高校と中学校も含めて意見書を出

しているわけです。そういう中でこの請願につ

いて、さきほど説明をいただきましたけれども

支援金とか、就学支援金とか、その減免とかあ

るようですが、ただ、入学補助金を創設しても

らいたいという内容もあるので、ここら辺につ

いて何か見解があればお願いします。さきほど

国が当然みるべきだと言われましたけど、これ

についてどういう見解を持っているのか、ちょ

っと教えてください。 
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木部学事・私学振興課長 家庭の負担軽減とい

う観点で言うと、授業料については２４ページ

を見ていただきますと、特に５千円の上乗せ補

助を生活保護世帯というか、その世帯にはやっ

ている状況です。入学金の補助創設については、

この制度全体で見ていくべきだと考えています。

その時の課題としては、生活保護世帯であると

か、住民税非課税世帯であるとか、そういう証

明書がないと支給できないことがあるので、そ

の辺も検討していく必要があると考えています。 

阿部副委員長 我々の意見書の中には、この入

学金補助はうたっていないんですけど、ただ保

護者の負担軽減であるとか、私立に対する助成

制度を充実強化してもらいたいとうたっている

ので、趣旨としては我々の意見書には、この請

願が含まれているものと理解して、我々自民党

としては賛成したいと思います。 

麻生委員長 はい、請願の願意を汲んでという

ことです……（「いいですか」と言う者あり） 

嶋委員 入学金の補助制度が全国２２の県で存

在するとありますが、私立学校の入学金という

のは、それぞれの学校で異なるわけです。参考

までに、２２県の制度の概要が分かればお答え

ください。 

木部学事・私学振興課長 制度の対象ですが、

まず九州各県で３県が実施しています。それぞ

れ対象が別々で、生活保護世帯に限ってやって

いるとか、その補助の金額も公立の５，６５０

円までを助成するとか、各県において様々な状

況です。 

嶋委員 保護者の負担軽減の観点から、請願の

願意は理解するものですが、我々が提案しよう

としている意見書にもあるように、この入学金

の補助制度は、教育基本法にある私学教育の振

興に基づいて、国が責任を持って進めて行くべ

きだと申し添えておきたいと思います。 

麻生委員長 ほかによろしいですか。紹介議員

は……（笑う者あり）ただいまの意見も含めて

紹介議員も大丈夫ということのようです。 

 委員外議員の皆さんもよろしいですか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 ほかに質疑もないので、これより

採決を行います。 

 本請願は採択すべきものと決することに御異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 御異議なしと認めます。願意を汲

んで、本請願は採択とすべきものと決定いたし

ました。 

 執行部は第４回定例会の委員会で、請願の処

理結果について報告をしてください。 

 以上で付託案件の審査を終わります。 

 次に、執行部から報告の申し出があるので、

これを許します。①の説明は、さきほど議案審

査の中で終了したので、②の説明をお願いしま

す。 

山本行政企画課長 資料２５ページをお願いし

ます。 

 令和５年度大分県内部統制評価報告書の提出

について説明します。内部統制制度は、不適正

な処理が起こりやすい事務の予防策を講じると

ともに、実際に発生した不適切事案とその再発

防止策を全庁で共有し、組織全体でリスク回避

に取り組むものです。 

 本県では令和２年度から導入しており、地方

自治法により毎年度、その実施状況評価報告書

を作成して、監査委員の意見を付けて議会に提

出することとされています。 

 令和５年度の評価結果ですが、内部統制の体

制は有効に整備されていた一方で、重大な不適

切事案が３件発生したことから、運用について

は不十分と判断し、同制度が有効に機能するよ

う努めていく必要があるとしています。 

 次の２６ページから令和５年度評価報告書を

付けており、重大な不適切事案３件を記載して

います。一つ目は、新しいおおいた旅割第２弾

における施設関係者の不正利用。二つ目は、旧

大分県ビジネスプラングランプリでの補助金不

正受給や進行管理不足。三つ目は、条例に規定

のない大分スポーツ公園サブ競技場の回数券の

販売です。 

 これら３事案に共通する要因は、執行状況の

管理不足、特に委託や補助事業の制度設計や県

によるチェック、フォローアップが不十分であ



- 24 - 

ったことが要因です。再発防止として、研修等

において今回の事案を共有し、制度設計や所属

長等管理監督者による確認・指導の重要性を改

めて周知するなどの取組を進めていきます。同

時に、これまでに発生した事案と再発防止策、

優良事例の横展開により、制度の改善と効果的

な運用を図っていきます。 

 最後に４監査委員の審査意見についてですが、

２８ページの審査意見書にあるとおり、報告書

の評価手続及び評価結果に係る記載は相当であ

ることが認められたとの意見をいただいていま

す。 

 いずれにしても内部統制体制は整っているに

もかかわらず、適切な運用がなされていないた

めに、このように不適切な事務処理が発生して

います。本制度を活用した各所属でのチェック、

フォローアップ体制がしっかりと機能するよう

今後も徹底していきたいと考えています。 

麻生委員長 ただいまの報告について、まず委

員の皆様から質疑などはありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 委員外議員の方は、質疑などはあ

りませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長  別に質疑もないので、次の報告に

移ります。 

 ③から⑧の公社等外郭団体の経営状況等につ

いて、一括して説明をお願いします。 

山本行政企画課長 令和５年度の公社等外郭団

体の経営状況等について説明します。資料２９

ページをお開きください。 

 個々の団体については、それぞれ所管する部

局から所管の委員会へ報告することとしている

ので、私からは総括的に説明します。 

 まず、１地方自治法に基づく経営状況を説明

する書類の議会提出については、対象が地方三

公社及び地方独立行政法人のほか、県が資本金

等の４分の１以上を出資する団体とされており、

今議会では土地開発公社等の２公社、県立の２

大学、１９法人の計２３団体の経営状況を提出

しています。 

 また、県では外郭団体の運営指導を徹底する

ため、２県の「指導指針」に基づく経営状況等

の点検評価等として、地方独立行政法人を除い

た全ての出資団体及び県の人的・財政的関与が

大きい団体の経営状況等を公表することとして

おり、対象となる４２団体について経営状況報

告概要書及び経営状況等調書を作成し、議員の

皆様に配付しています。なお、対象の団体数は

昨年度に周防灘フェリー株式会社への出資金を

引き上げたことにより、１団体減となっていま

す。 

 資料右側の３経営状況については、令和５年

度の赤字団体数が１５団体で、前年度より１団

体減となっています。施設の減価償却費の計上

や物価高騰の影響で経費が増加していることな

どが主な赤字の要因です。 

 次の３０のページを御覧ください。 

 ４県の人的関与の状況についてです。団体の

総会開催後に変動することが多いため、本年７

月１日現在の状況を整理しています。（１）県

職員の派遣、（２）県職員の役員就任について

は、前年度と比べて増減はありませんでした。 

 資料右側の５県の財政的関与の状況について

は、（１）委託料の支出が、表の計欄に記載の

とおり、総額４６億９００万３千円で、前年度

に比べて６億６，７５４万４千円の減となって

います。これは、主に大分県土地開発公社にお

いて、国道１９７号鶴崎拡幅工事に伴う公共用

地取得事業の受託金額が減少したことによるも

のです。 

 次に、（２）補助金・交付金・負担金の支出

については表の計欄に記載のとおり、総額２３

億４，０４３万８千円で、前年度に比べて８，

５４９万３千円の減となっています。これは、

主に公益社団法人大分県園芸振興基金協会にお

いて、野菜の市場価格が著しく低落した場合に

生産者に補給金を交付する野菜価格安定事業の

交付が減ったことに伴い、県の補助金が減少し

たことによるものです。 

 次の３１ページには、指針の対象となる全４

２団体の県出資額、人的関与・財政的関与の状

況、直近の決算状況について、参考までに一覧

表を添付しています。今後とも、県の行財政運
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営に影響する公社等外郭団体の経営状況を的確

に把握し、適切な運営指導を継続していきます。 

三浦人事課長 ３２ページをお願いします。 

 公益財団法人大分県自治人材育成センターに

ついてです。本団体は、県と市町村の職員研修

を一元的に実施するために設立した団体であり、

平成２６年度から現在の施設において研修を行

っています。 

 ２の県出資金は記載のとおり３００万円で、

出資比率は５０％となっています。 

 ３の事業内容は、県と市町村職員の研修の実

施です。対面での研修に加え、映像配信やオン

ライン研修なども取り入れながら実施している

ところです。 

 ４の５年度決算状況について、下線を引いて

いる当期正味財産増減額は３，３３５万２千円

の赤字となっていますが、これは主に施設の減

価償却によるものです。 

 最後に５の問題点及び懸案事項と６の対策及

び処理状況についてですが、引き続き研修効果

の検証や研修ニーズ等を調査し、研修内容の改

善と充実を図っていきます。 

木部学事・私学振興課長 資料の３３ページを

御覧ください。 

 地方自治法の規定に基づいて、公立大学法人

大分県立芸術文化短期大学の経営状況を説明す

る書類の提出について説明します。 

 まず、項目２の出資金等及び項目３の事業内

容については、昨年度からの変動はありません。

項目３の下段には、各種データの経年推移を示

しています。就職率は９８．１％と高水準を維

持している一方、県内就職率は５７．６％と減

少しています。次に、志願者数及び志願倍率に

ついてです。志願者数は６２６名、志願倍率は

１．８倍となっており、ともに昨年度から減少

しています。 

 次に、項目４の５年度決算状況を御覧くださ

い。経常収益は１０億１，１２０万４千円、経

常費用は９億８，４９１万円で、差引２，６２

９万４千円の経常利益となっています。加えて、

会計基準の改定に伴い、臨時損益が４億６，１

４３万１千円計上され、当期総利益は４億８，

７７２万５千円の黒字となっています。 

 次に、項目５の問題点及び懸案事項と６の対

策及び処理状況についてです。一つ目は、県内

就職率についてです。就職率は第３期中期計画

の目標である９０％を達成しているものの、県

内就職率については、昨年度から１０．５ポイ

ント減少しています。進路ガイダンスや学内説

明会の開催、１年次からのインターンシップ参

加の促進等、キャリア教育の充実とあわせて丁

寧な進路指導に取り組んでいくことで、県内就

職率の向上を図ります。 

 二つ目は、志願者数の確保についてです。志

願者数は昨年度から１０５名減少しており、志

願倍率は、公立短大の全国平均１．４９倍は上

回っているものの、昨年度から０．４ポイント

減少しています。この対応として、短大への優

秀な人材を幅広く確保するため、令和６年度か

ら総合型選抜を新たに導入しています。また、

オープンキャンパスや個別相談、高校訪問、Ｓ

ＮＳ等の活用を強化し、きめ細かな学生支援や

リニューアルしたキャンパスなど、大学の魅力

を積極的に情報発信することで志願者数の確保

を図ります。 

 続いて３４ページを御覧ください。 

 公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の令

和５事業年度の業務実績及び中期目標期間の業

務実績に関する評価結果について説明します｡ 

 １の根拠法令にあるとおり、改正前の地方独

立行政法人法に基づき、芸術文化短期大学の業

務実績について、外部委員による評価結果を報

告するものであり、今年度に令和５年度と平成

３０年度から令和５年度の中期計画期間の二つ

の業務実績が対象となっています。 

 まず、２令和５事業年度の業務実績に関する

全体評価については、（１）にあるように、全

体として年度計画を順調に実施しているとの評

価を受けており、右の表にある五つの大項目の

うち１項目でＳ、４項目でＡの評価を受けてい

ます。このうち、Ⅰ教育研究等の質の向上がＳ

評価となったのは、全学科横断型のアートマネ

ジメントプログラムなど、新たな学修の展開を

引き続き推進したこと、就職率、進学率ともに
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目標の９０％を上回る高い水準を維持したこと

などによるものです。 

 続いて、３中期目標期間の業務実績に関する

全体評価についてです。（１）にあるように、

全体として中期計画の達成状況が良好であると

の評価を受けており、右の表にある五つの大項

目のうち１項目でＳ、３項目でＡ、１項目でＢ

の評価を受けています。このうち、Ⅴその他業

務運営がＢ評価となったのは、令和４年度末に

教員から学生に対するハラスメント事案が発生

したことによるものです。なお、その後真摯に

再発防止に努めた結果、令和５事業年度はＡで

計画どおりとの評価を受けています。 

 引き続いて資料の３５ページを御覧ください。 

 地方自治法の規定に基づく、公立大学法人大

分県立看護科学大学の経営状況を説明する書類

の提出について説明します。 

 まず、項目２の出資金等及び項目３の事業内

容については、昨年度から変動はありません。

項目３の下段には、各種データの経年推移を示

しています。就職率は９８．３％と高水準を維

持している一方、県内就職率は５１．７％と減

少しています。次に、志願者数及び志願倍率に

ついてです。志願者数は２４８名、志願倍率は

３．１倍となっており、ともに昨年度から減少

しています。 

 次に、項目４の５年度決算状況を御覧くださ

い。経常収益は９億５，１８９万５千円、経常

費用は９億８，４５８万８千円で、差引３，２

６９万３千円の経常損益となっています。次に

会計基準の改定に伴い、臨時損益が４億１，７

２２万円計上され、加えて前中期目標期間繰越

積立金を３，３１４万８千円取崩した結果、当

期総利益は４億１，７６７万５千円の黒字とな

っています。 

 次に、項目５の問題点及び懸案事項と６の対

策及び処理状況についてです。一つ目は、志願

者数の確保についてです。志願者数は昨年度か

ら６５名減少しており、志願倍率は０．８ポイ

ント減少しています。志願者数増のため、試験

科目の変更を行うとともに、対象を広げて入試

説明会を開催する等、高大接続を推進します。

また、フォーラムや公開講座などの活動を学内

外で行うことにより、看護・看護学の魅力や将

来性を社会に周知することで志願者数の確保を

図ります。 

 二つ目は、機器や施設の老朽化による修理更

新費用などの増加についてです。機器類は、積

立金を活用して優先順位に基づき効率的に更新

を行うとともに、施設については令和２年度に

行った保全調査結果に基づき、予防保全に取り

組むこととしています。   

 続いて３６ページを御覧ください。 

 公立大学法人大分県立看護科学大学の令和５

事業年度の業務実績及び中期目標期間の業務実

績に関する評価結果について説明します｡ 

 １の根拠法令にあるとおり、改正前の地方独

立行政法人法に基づき、看護科学大学の業務実

績について、外部委員による評価結果を報告す

るものです。 

 ２令和５事業年度の業務実績に関する全体評

価については、（１）にあるように全体として

年度計画を上回る進捗で実施しているとの評価

を受けており、五つの大項目のうち３項目でＳ、

２項目でＡの評価を受けています。看護教育の

ＤＸ／ＩＣＴ教材等の充実を図ることで学修面

の効果を得ていること。診療看護師研修室の新

設等、理事長がリーダーシップを発揮しイノベ

ーションの推進等を図ったことによるものです。 

 続いて、３中期目標期間の業務実績に関する

全体評価についてです。（１）にあるように、

全体として中期計画の達成状況が極めて良好で

あるとの評価を受けており、五つの大項目のう

ち３項目でＳ、２項目でＡの評価を受けていま

す。学生の看護師国家試験合格率が例年非常に

高い水準を維持していること。学部生の県内就

職率が、中期計画中平均５０％を超えているこ

とを評価されたものです。 

麻生委員長 ただいまの報告について、まず委

員の皆様から質疑などはありませんか。 

福崎委員 ３１ページの指定団体の一覧表の中

ですけど、ちょっと教えてください。人的関与

の状況、県の職員の派遣とか役員就任とかある

んですけど、これは人件費は全部県が支払って
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いると思うんですけど、その人件費をいくら支

払っているか、この団体にこれだけの派遣がさ

れて、役員がついて、それをこの表に付けてい

ただけると、その分を含めて県が委託料とか補

助金とか、人的支援の総額が分かるのかなと思

うので、今一つずつ答えてくださいとは言いま

せん。この表を作り変えて、ここに人件費総額

を入れていただいた表をいただけるとありがた

いなということで、資料提出の要望をしたいと

思います。 

 それともう１点、看護科学大学を卒業した方

の県内の就職率が下がっていますが、はっきり

言えば県内としては充足されてきているのか、

どういう状況なのかということ。それと、県立

病院に看護科学大学を卒業した方が採用されて

いるのかどうか、そこら辺の状況を教えていた

だけるとありがたいです。 

山本行政企画課長 人的、財政的関与の人的の

部分なんですが、県の関与の在り方が実際に団

体から給与が出ているものと、県の職員として

そのままの身分として行っているものがありま

して、そこは団体が……（「いや、県が出して

いるお金」と言う者あり）県職員の給与、県職

員として行っている分のということで……

（「そうです。それも県支援になるので」と言

う者あり）はい、分かりました。 

福崎委員 団体が出している分は、団体が一生

懸命払っているということなので。（「はい、

分かりました」と言う者あり） 

麻生委員長 その件については、一括表と個別

報告書の中に、具体的に数字で示せる部分は示

していただくということで、今後見直しをして

いただくということでよろしいですか。それで

資料を提出するということで、よろしくお願い

します。（「はい」と言う者あり） 

木部学事・私学振興課長 ２点質疑がありまし

た。２点目から先に説明すると、県立病院に何

名が就職しているかということですが、令和５

年度で７名就職しています。１点目の県内の病

院に全体として看護師が足りているのかという

話だったかと思います。その全体については、

おそらく福祉保健部で所管していると思います。

当課では持ち合わせていません。 

麻生委員長 よろしいですか。（「はい、あり

がとうございます」と言う者あり） 

守永委員 福崎委員の質疑に関連して、県内に

就職せずに、県外に就職する看護科学大学の卒

業生、その意向としてはなぜ県外の方に行くの

か把握しているのか、今後給与水準が大分より

も福岡の方が高いとか、そういった部分の要素

があるのであれば、そういった状況も把握でき

る方がいいのかなと思うので、その辺の御検討

をお願いしたいと思います。 

麻生委員長 要望でいいですか。（「はい」と

言う者あり）じゃ、またよく確認して報告して

上げてください。 

麻生委員長 委員外議員の方は、質疑などはあ

りませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長  ほかに質疑もないので、次に⑨か

ら⑪について、一括して説明をお願いします。 

渡辺県有財産経営室長 総務企画委員会資料の

３７ページを御覧ください。 

 （仮称）大分総合庁舎の新設について説明し

ます。大分市向原西にある大分土木事務所と県

庁舎別館にある中部振興局を移転・集約し、明

野地区に新たな総合庁舎を建設したいと考えて

います。 

 大分土木事務所は、築５５年が経過し老朽化

が進んでいることに加え、エレベーターもなく

バリアフリー機能が十分でない庁舎となってい

ます。またハザードマップ上、津波浸水想定区

域にあり、発災時の初動対応に懸念があるため

移転を検討していました。 

 また、中部振興局が入居する県庁舎別館は福

祉保健部や生活環境部、教育庁の本庁各課も同

居しており狭隘（きょうあい）化が著しく、特

に新型コロナウイルス対応で増員した際には、

その傾向が顕著となっていました。加えて中部

地区災害対策本部は、県庁舎本館に設置する災

害対策本部と隣接しているため、県庁舎が利用

できない事態に備え、地理的に分散配置する必

要が生じています。 

 そこで、この２所属を移転・集約して大分総
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合庁舎を明野地区に新設し、大規模災害時の対

応力の強化を図りたいと考えています。中部地

区災害対策本部は、県都大分市を含む中部地区

において、発災直後から県民の生命や財産に関

する情報収集やインフラの被災状況把握と応急

的な復旧の業務にあたっています。この対応の

基幹となる２所属をハザードマップ上支障のな

い場所に移転することで、迅速な初動対応につ

なげるとともに、一つの庁舎に集約することで

連携の強化も図りたいと考えています。また、

新庁舎には災害対策本部の代替施設としての機

能も備える方向で検討しています。 

 建設予定地は、大分市明野東のあけのアクロ

スタウンに隣接する民有地です。移転・集約す

る二つの所属が所管する地域は合わせて大分市、

臼杵市、津久見市、由布市の４市に広くまたが

っているため、高速道路のインターチェンジが

近く、将来的には庄の原佐野線の延伸が予定さ

れているなど、交通のアクセスがよいことも選

定理由の一つです。現在、土地取得に向けて地

権者と協議を進めており、令和１１年度中の完

成を目指して、準備を進めていきたいと考えて

います。 

木口電子自治体推進課長 ３８ページを御覧く

ださい。 

 ＩＣＴツールを活用した業務改善について説

明します。人口減少社会が進展する中、限られ

た人員で県民サービスを維持していくためには

デジタルを活用し、県の業務を効率化していく

必要があります。 

 県では近年、自動文字起こしツールやオンラ

イン会議システム、ｋｉｎｔｏｎｅ（キントー

ン）などの業務を省力化できるＩＣＴツールを

導入してきましたが、まだまだ十分に利用され

ているとは言えない状況です。このため、新た

な行財政改革計画の取組として、これらＩＣＴ

ツールを活用した業務改善を県の組織全体に根

付かせ、定着させる取組を進めていきます。 

 具体的には、取組にあたっての職員の心構え

や組織的な方向を示す、大分県職員デジタル行

革行動指針を８月に策定しました。また、来月

から知事部局等の約７５の班で、ＩＣＴを活用

した業務改善の取組を試行的に実施することと

し、結果を検証し見直した上で、来年度からは

原則全ての班で、毎年度一つ以上の業務改善の

取組を実施していきます。これらの取組を担当

者任せにするのではなく、組織的な取組とする

ため、所属長と現場のデジタル化の中核を担う

ために配置するＤＸ推進リーダーが支援するこ

ととします。 

 次の３９ページを御覧ください。 

 大分県職員デジタル行革行動指針の概要です。

指針では、業務内容に応じて具体的にどのツー

ルを使うべきかを示しています。例えば、会議

の打合せや電話を行う場合は、議事録ＡＩシス

テムなどの自動文字起こしツールを利用して協

議録の作成を省力化する。会議・打合せや説明

会を行う場合はオンライン会議システムを利用

し、職員の移動時間をなくすなどです。また、

ｋｉｎｔｏｎｅを利用して、これまで紙で管理

していた業務台帳をデジタル化する取組も行い

ます。まず初めに、ＩＣＴツールを利用するこ

とを検討し、必要に応じて対面の対応などを併

用することで、県民の利便性向上と業務効率化

を進めます。これらの取組を県の組織全体に着

実に定着させ、デジタルでできることは可能な

限りデジタルに任せ、職員は企画調整や県民支

援などの業務に注力できる環境を作ることを目

指していきます。 

今井市町村振興課長 資料４０ページをお願い

します。 

 令和５年度の大分県過疎地域持続的発展計画

の進捗状況について報告します。左上の１計画

の概要に記載のとおり、令和３年４月に施行さ

れた過疎地域の持続的発展の支援に関する特別

措置法に基づき、県内過疎市町村の持続可能な

地域社会の形成及び地域活力の向上を図るため、

県が市町村と協力して講じようとする措置をま

とめた計画です。 

 計画期間は令和３年度から令和７年度までの

５か年で、計画の達成状況の評価を毎年度この

委員会で報告することとしています。 

 その下の破線で囲んだ、県・市町村計画の位

置付けを御覧ください。本計画は、県が策定し
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た過疎地域持続的発展方針に基づくもので、そ

れぞれの過疎市町村も県の方針に基づき市町村

計画を策定しています。なお、交付税措置等の

財源措置が手厚な過疎対策事業債を活用した事

業を実施するためには、市町村計画の中に事業

内容を記載することが必須となっています。 

 次に、右の２主な実施施策を御覧ください。

御覧のとおり、移住・定住・地域間交流の促進、

人材育成、産業の振興、子育て環境の確保等、

幅広い分野にわたります。 

 次の４１ページを御覧ください。 

 大分県人口ビジョンに基づいて、人口につい

ての目標を定めるほか１２の成果指標を設定し

ています。こちらが、令和５年度の県過疎計画

の進捗状況を図る成果指標です。 

 人口を含む１３指標のうち主なものを説明し

ます。まず県人口ですが、右から２列目の令和

５年度目標値１１０万３，１６８人に対し、実

績値は１０９万６，２３５人でした。これは、

出生数の減少に加え、死亡数の増加により、自

然減が統計開始の昭和５６年以降、初めて１万

人を超えたことによるものです。 

 次に、指標１の移住促進策による移住者数は

令和５年度目標値２，５００人に対し、実績値

は２，１０１人でした。コロナ禍での地方回帰

の流れを追い風とし、ＩＴ・福祉・医療分野に

おけるスキル習得から移住・就職までのワンス

トップ支援などにより、令和５年度の移住支援

策による移住者数は過去最高となったものの、

目標達成には至りませんでした。 

 そのほか、過疎地域の持続的な発展を支援し

地域活力の向上を進める観点から、以下の目標

指標を定め施策を推進しています。なお、この

目標値については、県の長期総合計画やその他

各部門計画との整合性を図っています。各計画

の見直しにあわせて、本計画の目標値も見直す

予定としています。今後とも、各部局や市町村

と連携して、県下過疎地域の発展を図っていき

ます。 

麻生委員長 ただいまの報告について、まず委

員の皆様から質疑などはありませんか。 

福崎委員 大分総合庁舎の新設にあたって、質

疑ではなく要望ですが、県はカーボンニュート

ラルの実現に向けて大変力を入れており、今後

も２０３０年、２０５０年に向けて全庁をあげ

て取り組んで行かなければならないと思います。

県の総合庁舎をいろいろと見るのですが、県の

建物自体がカーボンニュートラル実現に向けて

それほど進んでいるようには感じられないので、

この大分総合庁舎については、是非とも庁舎全

体がカーボンニュートラル実現に向けて進んで

いる、県が取り組んでいる姿勢が見えるような

総合庁舎にしていただきたい。例えば再生可能

エネルギーでこの総合庁舎を全て賄っていくと

か、県の木材利用率１００％を目指し、県産材

でできている建物だとか、何かこう大分県とし

て取り組んでいる姿勢が見えるような建物にし

ていただきたいという要望です。回答はいりま

せん。 

佐藤委員 ２点質疑します。一つは今の大分総

合庁舎の関係で、福崎委員が今おっしゃったと

おりですけれども、災害対策本部の代替施設と

いうことで、これは設備的に市町村との連携、

例えば県のほかの施設との連絡とか、そういっ

たものがきちんと取れるような設備を置くとい

う捉え方でいいのでしょうか。それが一つです。 

 もう一つが過疎地域持続的発展計画の関係で

す。市町村は結構、過疎債が生命線なところが

あり、特に過疎の市町村ではとても強いです。

計画の概要を出していただいていますが、令和

７年に現計画が切れます。その時期については、

国がどうなっているのか微妙なところだと思う

のですけど、何か情報があれば教えていただき

たいと思います。以上２点です。 

渡辺県有財産経営室長 まず、大分総合庁舎の

関係について説明します。お尋ねのあった市町

村との連携とか、災害対策本部の機能でどれだ

けの設備を設けるかについては、正にこれから

の議論になるので、そこは防災局ともどういっ

た設備が求められるのかをしっかりと議論しな

がら進めていきたいと思います。現時点では、

まだ何も具体的なものはありません。 

今井市町村振興課長 過疎債についてですが、

今のところ情報がありません。これは過疎法が
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できたときに、大分市がもう卒業団体となって

その大分市の場合は６年間経過措置があり、令

和８年度までは過疎債を打てるので、そうする

と令和８年度まではあるのかなと、我々として

は認識しています。 

佐藤委員 要望ですが、是非ともまた次期計画

をあげていただければと思うので、よろしくお

願いします。 

守永委員 大分総合庁舎の関連になりますが、

大分土木事務所が将来的には明野に移転すると

いう状況は分かりました。この大分土木事務所

の現在の建物や敷地は、どうするのか計画が何

かあれば教えていただきたいと思います。すぐ

近くに公園があること、この地域に高台の避難

所が余り見受けられないので、避難所も含めた

計画があれば、いい土地じゃないかと思うので、

もしその辺で何か計画があれば教えてください。 

渡辺県有財産経営室長 大分総合庁舎新設に伴

う大分土木事務所の跡地に関してですが、これ

もまだ移転先が決まったところで、まだ何も決

まっていません。基本的に跡地利用に関しては、

まずは庁内の各部局で活用する余地があるのか

を検討委員会の中で議論していきます。県で活

用する方針がなければ、次に活用する提案はあ

るかを地元市町村に投げかけます。県も市町村

も何も活用する方針がない場合は、最終的には

売却や貸付けする形になっていくと思います。

できれば地元の振興のために、何か使えるよう

な形が取れると一番いいと思っていますが、ま

だ何も決まっているものはありません。 

守永委員 今後、関係する部局と連携を取りな

がら、よりよい活用策を見出していただければ

と思います。ありがとうございます。 

麻生委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 申し訳ないですが私から２点。大

分総合庁舎の新設について、皆さんからも意見

があったように、もう少し具体的にＺＥＢ（ネ

ット・ゼロ・エネルギー・ビル）建築を検討し

ていただきたい。ＺＥＢ建築でいけば国から助

成金も相当出るはずだし、省エネや創エネとセ

ットで是非ゼロエミッションを目指して、ＣＯ

２排出ゼロ建築を目指すべきではないかと。そ

のためには、県職員の中に施設整備課の技術職

員なのか、あるいは電気とかエネルギーに関わ

る部分を全部見るＺＥＢプランナーの育成が鍵

を握ってくると思います。是非ＺＥＢプランナ

ーの育成を今から取り組んでおかないと間に合

わない。これはものすごく専門知識のいる内容

なので、大分県内でも既にやっていて成果を出

している企業もあるわけですが、そういった部

分を今から学んで、若い人材を育てて県有財産

は全てＺＥＢ建築にするとか、そのためにはＺ

ＥＢプランナーが何人必要だといった目標指標

もしっかり設定して、取り組んでいただくこと

を要望しておきます。 

 それから２点目は、過疎地域持続的発展計画

の中で１２の目標指標というか、成果指標なの

か出されていますが、いきなり移住・定住と言

っても現実問題としてはなかなか難しいですね。

人口減少は過疎地域では本当に深刻ですから、

それについては２拠点居住、県職員の皆さんも

ふるさとがあって、県庁の近くとか勤務地の近

くに居を構えている方も多いかもしれませんけ

れども、２拠点居住に対しての税制優遇措置で

あるとか、いろんな集落機能の維持のための手

伝いをしているとか、通勤農業とか、いろんな

ことがありうると思います。その２拠点居住、

デュアルライフを進めながら、そういったこと

をやりやすい環境、税制等の優遇などいろんな

部分もしっかり工夫して、それを具体的な指標

の中に盛り込みながら、実践をしていただく人

材を確保していく。本当に人がいない中で、そ

ういった確保が鍵を握ると思いますので、それ

について、もうちょっと踏み込んだ研究をしな

がら、国に対してそういう提言をしていくこと

も大事だと思います。やはり家を２軒持ってい

ると固定資産税から何から、空き家対策、空き

家になったらまた非常にこれから厳しくなる。

空き家しかなくなると、本当に住む人も来る人

もいなくなるので、来る人がいなくなったらそ

の地域は本当にすたれてしまうから、そういっ

たことをもっと深刻に考えて対処する必要があ

ろうかと思います。幾分なりとも人口減少のカ
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ーブが緩やかになるような工夫が、正しく最終

局面に来ているのではないかと思うので、その

ことを要望しておきたいと思います。以上２点、

これはもうくれぐれもよろしくお願いします。 

 それでは、委員外議員の方は質疑などありま

せんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 ほかに質疑もないので、これで諸

般の報告を終わります。 

 最後に（３）のその他に移ります。特にこの

際、何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 別にないので、これをもって総務

部関係の審査を終わります。執行部は、お疲れ

様でした。 

 委員の皆様は、この後で協議を行いますので、

このままお待ちください。 

 

  〔委員外議員、総務部退室〕 

 

麻生委員長 それでは、協議事項に入ります。 

 まず、閉会中の所管事務調査の件について、

お諮りします。 

  お手元に配付のとおり、各事項について、閉

会中、継続調査を行いたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

麻生委員長  御異議がないので、所定の手続を

取ることとします。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

麻生委員長 別にないので、これをもって本日

の委員会を終わります。 

 お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


